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は じ め に 

 
 我が国は、生活環境の改善や医学の進歩等により、「平均寿命」が大幅に伸び、世界有数の

長寿国となりました。その一方で、人口の急速な高齢化と多様な疾病構造が大きな社会問題

となっています。特に、加齢に伴う認知症・寝たきり等の要介護者の増加や、食生活・運動習慣

等を原因とする生活習慣病の増加は、深刻なものとなっています。 

 本市では、健康増進法に基づく「健康くさつ 21（第２次）」を平成 25年度に、食育基本法に

基づく「第３次草津市食育推進計画」を平成 30 年度に策定し、市民の主体的な健康づくりを

地域社会全体で取り組めるよう推進してきました。取り組みを進める中、国や県の動向、本市

における健康づくりや食生活等の現状および課題を踏まえ、平成 29年度に「健康くさつ 21

（第２次）」の中間評価を行い、計画と実態との差や評価・成果・課題を精査しました。 

 本計画は、本市における健康づくり施策を推進するための指針とし、「第６次草津市総合計

画」における、「笑顔」輝くまちの基本方針である「市民の健康づくり」“誰もが健康で長生きだ

きるまち草津”を実現するための計画として、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図るため、

各種計画を健康の視点から相互に関連づけ、市民の健康づくりを総合的、効率的に推進し、ひ

と・まち・ときを「つなぐ」絆を「つむぐ」ふるさと「健幸創造都市」草津の実現を目指していま

す。 

 健康は「自らつくるもの」であり、市民一人ひとりが主体的に取り組むことが基本となります

が、一方で個人の努力だけで維持・増進できるものではありません。家庭、地域社会、学校、民

間事業所・団体、医療関係団体・健康関連団体、行政等、健康づくりに関わっているそれぞれ

の主体が、本計画の趣旨や達成すべき目標を共有し、健康づくりを市民運動として推進して

いくことが不可欠です。本計画には各行動主体が目標達成に向けて取り組むべき内容につい

ても盛り込んでいます。「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」を目指して、市民や地域ぐるみ

で健康づくりの実践や食育の推進が様々に展開されることを期待しています。 

 結びに、本計画の策定にあたりまして、貴重な御意見をいただきました市民の皆様をはじ

め、お忙しい中、御尽力いただきました、健康づくり推進協議会委員、また各関係機関および

団体の皆様に深く感謝し、厚くお礼申しあげますとともに、本市における今後の健康づくりの

推進につきまして、引き続き御支援、御協力いただきますようお願い申しあげます。 

 

令和６年３月 

 

                         草津市長 橋川 渉 

 

 

検討中 
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第 章    計画策定の考え方 

 

１   計画策定の趣旨  
 

令和５年度に、現行の「健康くさつ 21（第２次）」と「第３次草津市食育推進計

画」が最終年度を迎えることから、これまでの取り組みの実績や目標に対する最

終評価、計画策定に先立って実施したアンケート調査の結果等を踏まえ、さらに

食生活の改善等の食育の推進は、健康づくりに密接に関係があることから、「健

康くさつ 21」と「草津市食育推進計画」を一体的な計画とした、令和６年度から

令和 17年度を期間とする「第３次健康くさつ 21」を策定します。 

 

２   計画策定の背景  

（１）国の主な動き 
 

【健康日本 21（第三次）】 

 全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現に向け、

誰一人取り残さない健康づくりの展開とより実効性をもつ取組の推進を通じ

て、令和６年度から令和 17 年度までの 12 年間、「健康日本 21（第三次）」を

推進することが示されました。基本的な方向を①健康寿命の延伸・健康格差の

縮小、②個人の行動と健康状態の改善、③社会環境の質の向上、④ライフコー

スアプローチを踏まえた健康づくりの 4つとし、目標項目の設定および評価に

あたっては、実行可能性のある目標をできるだけ少ない数で設定するとの考

え方から、51 項目設けられました。これまでの成果、課題、予想される社会変

化を踏まえながら、国民の健康の増進の総合的な推進を図ることとしていま

す。 
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（１）これまでの健康づくりの動向 

○ 国では、全ての国民が共に支え合いながら希望や生きがいを持ち、ライフステージ（乳

幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階）に応じて、健やかで心豊かに

生活できる活力ある社会の実現をめざし、平成 25 年に「健康日本 21（第二次）」を施

行し、「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹

底」等５つの基本的な方向を新たに盛り込み、10 年間の健康づくりに関する取り組み

を推進してきました。令和元年度には「健康寿命延伸プラン」を策定し、健康無関心層へ

のアプローチの強化および地域間・保険者間の格差の解消に向けた取り組みを推進し、

令和３年８月には、関連する他の計画と計画期間を一致させるため、「健康日本 21（第

二次）」の計画期間を１年延長し、令和５年度末までの 11年間とし、令和４年 10月に健

康日本 21（第二次）の最終評価を行いました。 

〇 令和５年５月に「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」が全部

改正され、平成 12 年の「健康日本 21」開始以来、自治体、教育機関、民間団体等多様

な主体による予防・健康づくり、データヘルス・ＩＣＴの利活用、ナッジ・インセンティブ等

といった、当初はなかった新しい要素の取り込みがあり、こうした諸活動の成果により、

健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）は着実に延

伸してきたと評価されています。一方で、主に一次予防に関連する評価が悪化している

等の課題が指摘され、少子化・高齢化による総人口・生産年齢人口の減少、独居世帯の

増加、多様な働き方の広まり、次なる新興感染症も見据えた新しい生活様式への対応

の進展等の社会変化が予測されています。 

 

（２）健康日本 21（第三次）のビジョン・基本的な方向 

○ 「健康日本 21（第三次）」の計画期間は、関連する計画（医療計画、医療費適正化計画、

介護保険事業（支援）計画等）と計画期間をあわせること等を踏まえ、「全ての国民が健

やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」のビジョン実現のため、４つの基本

的な方向が設けられました。 

〇 基本的な方向のそれぞれの関係性は、個人の行動と健康状態の改善および社会環境の

質の向上の取組を進めることで、健康寿命の延伸・健康格差の縮小の実現を目指し、そ

の際は、個人の行動と健康状態の改善を促す社会環境の質の向上という関係性を念頭

に置いて、取組をすすめていきます。なお、個人の行動と健康状態の改善のみが健康増

進につながるわけではなく、社会環境の質の向上自体も健康寿命の延伸・健康格差の

縮小のための重要な要素であることに留意が必要であり、加えて、ライフコースアプロ

ーチ（胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康づくり）も念頭に

置くことが示されました。 
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【第４次食育推進基本計画】 

食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため、令和３年３月に

おおむね５年間を計画期間とする「第４次食育推進基本計画」を策定しました。

基本的な方針として「生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進」「持続可能

な食を支える食育の推進」「新たな日常やデジタル化に対応した食育の推進」の

３つの重点事項と１６の目標を掲げ、国民の健全な食生活の実現と、環境や食文

化を意識した持続可能な社会の実現のために、ＳＤＧｓの考え方を踏まえながら、

多様な関係者が相互の理解を深め、連携・協働し、国民運動として食育を推進す

ることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 健康日本 21（第三次）の概念図 
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（１）食育をめぐる現状と課題 

○ 高齢化が進行し、栄養バランスへの配慮の重要性が増す一方、食に関する国民の価値観

や暮らしのあり方も多様化し、健全な食生活の実践が困難な場面も増加しています。伝

統的な食文化が失われていくことも危惧されます。 

○ 食の供給面では、農林漁業者や農山漁村人口の高齢化・減少が進む中、食料自給率が低

下している一方、食品ロスが発生しています。また、地球規模の気候変動の影響が顕在

化しており、食の在り方を考える上で環境問題を避けることはできなくなっています。 

○ 「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」においても、栄養改善や教育、持続可能な生産消費形

態の確保等の食育に関係が深い目標があり、食育の推進はＳＤＧｓの達成にも寄与する

と考えられています。 

○ 「新たな日常」に対応してデジタルツールやインターネット等を活用していくことが必要

です。 

○ 上記を踏まえ、以下の３つを重点事項とし、各事項の視点で相互に連携して総合的に食

育を推進します。 
 

（２）重点事項 

重点事項１ 生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進（国民の健康の視点） 

重点事項２ 持続可能な食を支える食育の推進（社会・環境・文化の視点） 

重点事項３ 「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進（横断的な視点） 
 

（３）食育推進の目標：16の目標と 24 の目標値 

追加、見直しを行った主な項目 

・栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民の増加 

・学校給食での地場産物を活用した取組等の増加 

・産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民の増加 

・環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民の増加 等 
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（２）県の主な動き 
 

【健康いきいき 21 －健康しが推進プラン－】 

滋賀県では、生涯を通じた健康づくりの取組により、子どもから高齢者まで、

すべての人が、いつまでもその人らしく活躍し、本人を取り巻く地域・社会の支

え合いにより、心身の健康が保持増進されることを目指して、令和 6 年 3 月に

「健康いきいき21−健康しが推進プラン−（第３次）」を策定しました。 

 

調整中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     第    の     

・適正体重を維持している い世 が減少（  小   子  
率：1    ） 

・   取 、食  取 が目標値 達成（  食  取 
1    、 21    1 ） 

・睡眠により休養を  にとれていない（ ４    1 、 21
      ） 

・適 以上に飲酒する 性の増加（   アルコール 取  
性2   日以上    ） 

・ タ 対策の 続した推進（ ４   性2    、 21 
 2   ） 

・平均寿命と健康寿命の差が 大（ 性 2 ：  2     ：
   2 、 性 2 ：1  1     ：1    ） 

・コロナによる健康影響の 視（食生活、運動 、つながり等） 

課題 

今後の社会変化 

・少子化・高齢化の進展、総人口・生産年齢人口の減少、独居世帯の増加 

・ 性の社会進出、多様な働き方の広まりによる社会の多様化 

【健康医療  部共通ビジョン】 誰もが自 らしく幸せを感じられる「健康しが」の実現  

                            え        の    

 方    

                え           の   

        の       の   

      え      の   

・平均寿命が 性 1位、 性2位に躍進  2都  県 生命
表  

・働き世 の身体活動 が増加（  運動習慣者の 合増加
等） 

・口腔健康に関する指標はすべて改善（ ４   2 達成者：
   2 等  21   1   ） 

・特定  ・特定保健指 の  率向上（ 2特定保健指 実
施率：     、 22  12   ） 

・喫煙率の なる減少と 動喫煙を感じる 合の減少（  喫
煙率： 性 1    、 21   1  1 ） 

・健康しがの機運の高まり（共創会議 画団体：2  団体
    末時点） 

これまでの成果 

未公表 
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【滋賀県食育推進計画（第４次）】 

滋賀県では、子どもたちの体験を通じた食育や、地域の食文化の 承を引き

続き進めると共に、生活習慣病予防のための食育、食に関する課題が特に多い

 い世 への食育の推進、共食の推進等、本県の特性を生かし、総合的かつ計

画的に食育を推進するため、令和６年３月に「滋賀県食育推進計画（第４次）」を

策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 施策の展開  

 ．子どもから大   の生涯にわ  食育の   

   家庭におけ 食育   

   学校 保育所等におけ 食育   

   地域 企業等におけ 食育   

 ４    暮ら に対応  食育   

 ５ 豊か 高齢期の めの食育   

 ６ ＩＣＴ 活用  食育   

 

 ．持続可能 食  え 食育の   

   地域の食文化の継承 

   地産地消の   

   生産者 消費者の交流促  

 ４ 環境に配慮  食育   

 

 ．県民 の協働によ 食育運動の展開  

   食育  体制の整備 

   食育  活動者等の育成  援 

   食育  運動の普及 定着 

【基本理念】 

  も 自分ら  幸せ 感じら        の   
～食 はぐ            元気 こころ豊か 滋賀の食育～ 

未公表 
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（３）計画の位置づけ 
 

本計画は、健康増進法第８条に基づく市町村健康増進計画、食育基本法第18

条に基づく市町村食育推進計画を一体的に策定するものです。 

また、「第６次草津市総合計画」や「草津市健幸都市づくり基本方針」をはじめ、

関係する他の計画と整合を図りながら、これからの草津市の健康づくりおよび

食育推進の方向性を総合的に示す計画として「第 3次健康くさつ 21」を位置づ

けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草津市は、草津市に住む人、訪れる人、誰もが生きがいをもち、健やかで幸せ

に暮らすことができるまちである「健幸都市」を市民の皆さまとともに実現する

ため、様々な取組をすすめています。 

第３次健康くさつ21では、生涯にわたって一人ひとりが自らの健康を大切に

し、個人の行動と健康状態の改善および健康を支え守るための地域の絆による

社会づくり、持続可能な食を支える食育の推進の取組を進めることで、健康寿

命の延伸と健康格差の縮小の実現を目指していきます。 

  

草津市健幸都市

づくり基本方針 
第６次草津市総合計画 

整合 

第３次健康くさつ 21 

計画期間 ：  ６～ 17 年度 
草津市地域福祉計画 

他の関連計画 

補完 

整合 
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（４）計画の期間 
 

本計画は、令和６年度から令和 17年度までの 12年間を計画期間とします。 

中間評価については、国や県の動向を踏まえながら実施します。 

 
平成    令和 
２５年度～５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

１１年度 

令和 

１２年度 

令和 

１３年度 

令和 

１４年度 

令和 

１５年度 

令和 

１６年度 

令和 

１７年度 

健康 

くさつ 21 
  

 

         

  

草津市 

食育推進 

計画 
  

 

         

  

 

 

 

 

 

 

第２次 

（H25～R5） 

第３次 

（H30 

～R5） 

 

        第    

第２次 

（H２６ 

～H２９） 
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（５）計画の策定体制 
 

本計画の策定にあたっては、生活習慣や健康づくりに関する現状を把握し、

計画に反映していくことを基本として、以下の体制で行いました。 

 

①委員会の開催 

市民の 表、学識経験を有する者、関係行政機関の職員、その他市長が必要

と認めた者で構成された「草津市健康づくり推進協議会」において審議を行い、

幅広い意見の反映に努めました。 

 

②市民の現状を把握するためのアンケート調査の実施 

市民の健康や生活習慣の実態等を把握するために、アンケートによる実態調

査を実施し、本市の実態把握、課題抽出等に努めました。 

 （1）市民の健康に関するアンケート調査 （2）健康に関する実態把握アンケート調査 

調査目的 
「草津市健康増進計画」等の基礎資料とするため、市民の食生活や身体活動の行動実態・健

康意識、新型コロナウイルス感染症による影響等の把握を行う。 

調査対象 

市民 

：18～74  の草津市民 3,000 人を無作

為抽出 

大学生 

：市内大学、健康づくり推進協議会委員担当

所属大学 在学生（任意協力者） 

企業 

：草津市健幸都市 21宣言賛同事業所 従業

員（任意協力者） 

高校生 

：市内高等学校６校 在学生徒（２年生） 

乳幼児健 （保護者） 

：１ ６か月・２ ６か月児健 を  した児

の保護者（令和５年２月７日～３月３日に実

施された対象年齢児の乳幼児健 各３日間） 

調査方法 

市民：アンケート用紙回答・ＷＥＢ※回答 大学生：ＷＥＢ※回答のみ 

企業：ＷＥＢ※回答のみ 

高校生：アンケート用紙回答 

乳幼児健 （保護者） 

：アンケート用紙回答・ＷＥＢ※回答 

調査期間 令和５年１月～２月 令和５年１月～３月 

回収状況 

市民：1,165 通（有効回答率 38.8 ） 

 

大学生：97 通 

企業：651 通 

高校生：1,367 通 

乳幼児健 （保護者）：179 通 

※ ＷＥＢ回答とはスマートフォンやパソコン等による回答のこと。  
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③パブリックコ ントの実施 

本計画の素案を市役所および市ホームページにて公開し、住民意見を募り、計

画策定の 考にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討中 
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（６）ＳＤＧｓとの関連性 
 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、

「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目

標です。 

2015 年の国連サミットにおいてすべての加盟国が合意した「持続可能な開

発のための 2030 アジェンダ」の中で掲げられており、17 の目標と 169 のタ

ーゲットで構成されています。 

 

本計画では、関連のある目標は、「３．すべての人に健康と  を」「17．パー

トナーシップで目標を達成しよう」を関連目標として揚げ、ＳＤＧｓの目標に貢献

する取組をすすめます。 
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（７）ICT・デジタル化への対応 
 

新型コロナウイルス感染症の感染 大を背景に、健康への意識や生活が変化

しており、日頃から健康の維持・増進に取り組むことの重要性が再認識されつつ

あります。 

また、新たな働き方や生活様式の定着等を背景に、ＩＣＴなどの活用やデジタ

ル技術を活用した新たな健康の維持・増進の仕組みづくりが求められています。 

本市においても、誰もが健康生活を送るために必要な支援を的確に提供する

ことができるよう、デジタルツールの活用等のデジタル化を推進します。 
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第 章       めぐ 草津市の 状 

 

１    口構造  

（１）人口の推移と推計 
 

本市の人口は、平成27年に約13.7万人で、その後も緩やかに増加し、令和2

年には、約14.4万人となっています。また、世帯数も、人口増加に伴って増加し

、令和2年で約6.7万世帯となっています。高齢化率は、高齢者人口の増加に伴

い上昇し、令和2年には22.1 となり、令和22年には28.4 になる見込みと

なっています。今後の人口推計では、令和12年がピークとなり、その後減少し、

令和22年には約14.3万人程度になる見込みとなっています。また、１世帯当た

りの人員は、令和2年には2.15 となり、令和22年には１世帯当たり2.09人

になる見込みです。 

 

図表 総人口および総世帯数の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：草津市推計（実績値は各年国勢調査） 

 

 

 

 

総人口 総世帯数 １世帯当たりの人員

115,455
121,159

130,874
137,247

143,913 145,800
147,400 146,100 143,200

45,300
49,778

57,318 60,224
66,944 67,000 68,800 69,100 68,500

2.55
2.43

2.28 2.28
2.15 2.18 2.14 2.12 2.09

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年

（人/世帯）（人、世帯） 実績値 推計値
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図表 草津市民近年の総人口および高齢化率の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：草津市推計(実績値は各年国勢調査。 率は年齢不詳を除いた総数に対して求めている。) 

 

 

本市の年齢 人口ピラミッドをみると、 性の 20～24 、45～49 の順

に、 性の 45～49 、70～74 の順に人口が多くなっています。 

図表 年齢 人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査（令和２年）  

【　男性　】 【　女性　】

3,142

3,570

3,446

4,009

6,341

3,841

3,683

4,572

5,173

5,787

4,725

3,935

3,147

3,352

3,799

3,045

1,931

977

335

55

5

02,0004,0006,0008,000
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15～19歳
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30～34歳

35～39歳

40～44歳
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55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

（人）

2,876

3,417

3,261

3,378

4,172

3,354

3,571

4,526

5,104

5,601

4,587

3,650

3,116

3,720

4,456

3,278

2,277

1,606

867

302

52

0 2,000 4,000 6,000 8,000

０～４歳

５～９歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳
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35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

（人）

０～14歳 15～64歳 65歳以上 高齢化率

17,034 17,593 18,752 19,741 19,712 20,100 18,600 17,700 17,400

85,165 86,477 89,186 87,537 86,272 93,000 94,800 91,900 85,200

13,059 16,738
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32,700 34,000 36,500
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0
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（％）（人） 推計値実績値
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（2）平均寿命と健康寿命 
 

① 平均寿命、健康寿命、不健康な期間（国・県算出） 
 

令和２年の健康寿命は、  ともに平成 27 年より長くなっており、国および

滋賀県よりも長く、平均寿命（平均余命）と健康寿命（平均自立期間）との差「不

健康な期間（平均要介護期間）」は、国および滋賀県よりも短い状況です。 

  

図表 市町 平均余命、平均自立期間、平均要介護期間 

【 性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【 性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康づくり支援資料集（滋賀県） 

使用データ：令和●年都  県 生命表、市区町村 生命表（厚生労働省） 

第●回完全生命表（令和●年）（厚生労働省） 

介護保険事業状況報告（令和●年●月 ）（厚生労働省） 

令和●年国勢調査 市町 人口（総務省）  

82.62 

83.30 

82.70 

80.79 

81.22 

81.82 

81.13 

79.29 

77 78 79 80 81 82 83 84

平成27年
草津市

令和２年
草津市

滋賀県

全国

（歳）

1.40 

1.57 

1.50 

1.48 

87.88 

89.00 

88.30 

87.05 

84.92 

85.88 

84.83 

83.77 

81 82 83 84 85 86 87 88 89

平成27年
草津市

令和２年
草津市

滋賀県

全国

（歳）

平均寿命 健康寿命

2.96 

3.12 

3.47 

3.28 

平均寿命 健康寿命

健康寿命

平均寿命 健康寿命

82.62 

83.30 

82.70 

80.79 

81.22 

81.82 

81.13 

79.29 

77 78 79 80 81 82 83 84

平成27年
草津市

令和２年
草津市

滋賀県

全国

（歳）

1.40 

1.57 

1.50 

1.48 

未公開（秋頃、公表予定） 
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② 平均寿命、健康寿命、不健康な期間（市算出） 
 

     市独自で毎年算出し、経年で平均寿命、健康寿命、不健康な期間を把握しています。 
 

 性 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和 2 年 令和 3 年 

平均寿命 83.25 82.84 82.63 83.02 83.07 83.97 83.41 

健康寿命 81.64  81.42 81.15 81.59 81.69 82.58 81.93 

不健康な期間 1.61 1.42 1.48 1.43 1.38 1.39 1.48 
 

 性 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和 2 年 令和 3 年 

平均寿命 86.97  88.37 88.50  88.64  88.69  89.14  88.93  

健康寿命 84.13  85.35 85.18 85.48 85.52 85.92 85.74 

不健康な期間 2.84 3.02  3.32  3.16  3.17  3.22  3.19  
※ 市独自で算出しているため、国や県とは 較ができない数値。 

 
図表 草津市 性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 草津市 性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康寿命算定プログラム(厚生労働科学研究) 

使用データ：草津市住民基本台帳、草津市要介護２～５認定者数、死亡数,性・年齢（5  階級）・都  県・保健所・市区町村 （e-Stat） 
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健康寿命 

・・・平均寿命から要介護（自立した生活ができない）の期間を引いた値。「日常生活動作

が自立している期間の平均」で、介護保険の要介護２～５を不健康な状態

と定義し、生命表とサリバン法を用いて算出しています。 

不健康な期間 

・・・地域や社会経済状況の違いによる集団における健康状態の差と定義され、平均寿命

と健康寿命との差（日常生活に制限のない期間）」で、「日常生活に制限の

ある期間（不健康な期間）」を意味します。 
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（3）世帯数の推移 
 

①18   の子どものいる世帯数の推移 

本市の 18    の子どものいる世帯数の推移をみると、平成 27 年までは

増加していましたが、令和２年では 干減少し、13,807世帯となっています。 

また、１世帯当たり人員についても、年々減少し、令和２年で3.91人となって

います。 

図表 18    の子どものいる世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査 

 
 

②65 以上   単独世帯数の推移 

本市の 65  以上   単独世帯数の推移をみると、  ともに年々増加し

ていますが、特に 性で多くなっており、令和２年では 4,409 人の 性が単独

世帯となっています。 

 

図表 65  以上   単独世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  
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（4）出生の状況 
 

本市の出生数は年々減少しており、令和３年では1,110人となっています。 

合計特殊出生率も、年々減少傾向にあり、平成27年では1.41でしたが、令和

３年では1.28まで減少しています。 

 

図表 出生数・合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南部健康  事務所（草津保健所）各年度事業年報 
 

 

（5）死亡の状況 
 

本市の死亡数は令和２年まで850人から960人で推移していましたが、令和

３年に1000人に増加しました。死亡率は概ね増加傾向にあり、令和３年では人

口千人あたり6.9人となっています。 

 

図表 死亡数・人口千対死亡率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南部健康  事務所（草津保健所）各年度事業年報 
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死亡数 死亡率
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２   疾病構造 医療費  

（１）死因状況 
 

①死亡数および死亡率・年齢調整死亡率（主要死因 ） 

本市の令和３年度の死亡数は、「悪性新生物」が最も多くなっており、次いで

「心疾患」となっています。 

年齢調整死亡率は、滋賀県、全国と 較すると低くなっていますが、「悪性新

生物」では 233.2、「心疾患」で 137.6 となっています。 

 

図表 死亡数および死亡率・年齢調整死亡率（主要死因 ） 令和３年度 

（率は人口 10 万対） 

草津保健所管内での 

死亡率順位 
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 

 
悪性新生物 心疾患 老衰 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故 

血管性お

よび不明

の認知症 

草
津
市 

死亡数 1000 273 164 85 65 50 41 18 

死亡率 691.8 188.9 113.5 58.8 45.0 34.6 28.4 12.5 

年齢調整

死亡率 
854.1 233.2 137.6 72.8 55.8 43.9 34.6 14.3 

滋
賀
県 

死亡数 13674 3571 2099 1486 905 573 430 238 

死亡率 970.4 253.4 149.0 88.6 64.2 40.7 30.5 16.9 

年齢調整

死亡率 
913.7 250.0 138.5 90.2 60.5 37.7 29.1 14.9 

全
国 

死亡数 1,439,856 381,505 214,710 152,027 104,595 73,194 38,355 22,343 

死亡率 1172.7 310.7 174.9 123.8 85.2 59.6 31.2 18.2 

 
資料：南部健康  事務所（草津保健所）令和３年度事業年報 

全国は厚生労働省 人口動態統計 
 

  

年齢調整死亡率：年齢構成の異なる集団について死亡状況の比較ができるように、年齢構成を

調整した死亡率 

【計算式】 

｛[観察集団の各年齢（年齢階級）の死亡率]×[基準人口集団のその年齢

（年齢階級）の人口]｝の各年齢（年齢階級）の総和/基準人口集団の総数 

死因別死亡率 ：生命表上の死亡率を基礎として、ある年齢の者が、将来いずれかの時期に、

特定の死因により死亡する確率を算定したもの。 

【計算式】（年間の死因別死亡数）/（10月 1日現在日本人人口）×100,000 
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②草津市 性 死因 死亡数 

本市の令和３年度の性 死因 死亡数は、  ともに「悪性新生物」が最も多

くなっています。性 で 較すると、 性で「胃がん」「肺がん」等が 性に べ

多く、 性で「老衰」「心不全」等が 性に べ、特に多くなっています。 

 

図表 草津市 性 死因 死亡数 令和３年度 

（単位：人） 

死因 類 総数  性  性 

全死因 1,000 525 475 

悪性新生物 273 159 114 

胃がん 35 24 11 

結腸がん  25 13 12 

直腸 S状結腸移行部および直腸がん 13 ８ ５ 

肝がん 22 17 ５ 

膵がん 34 16 18 

肺がん 47 32 15 

乳がん 10 － 10 

子宮がん ４ － ４ 

前立腺がん ９ ９ － 

糖尿病 ６ ３ ３ 

高血圧性疾患 ４ ３ １ 

心疾患 159 78 81 

急性心筋梗塞 48 31 17 

その他の虚血性心疾患 11 ７ ４ 

心不全 56 23 33 

脳血管疾患 65 37 28 

くも膜下出血 10 ７ ３ 

脳内出血 18 ７ 11 

脳梗塞 37 23 14 

大動脈瘤および解離肺炎 15 ５ 10 

慢性閉塞性肺疾患 10 ８ ２ 

肝疾患 10 ６ ４ 

腎不全 17 12 ５ 

老衰 85 18 67 

不慮の事故および有害作用 41 22 19 

交通事故 ３ ３ － 

自殺 15 ９ ６ 

資料：南部健康  事務所（草津保健所）令和３年度事業年報 
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③草津市 主要疾病死因 死亡数等 

本市の主な死因    標準化死亡 は、「不慮の事故および有害作用」「交

通事故」を除くと、 性では「慢性閉塞性肺疾患」が最も高く、次いで「くも膜下

出血」となっています。 性では、「胃がん」が最も高く、次いで「腎不全」となっ

ています。 

 

図表 草津市 主要疾病死因 死亡数等（ベイズ推定値 EBSMR）（2010 年～2019 年） 

 性  草津市 
（EBSMR） 

県内

順位 
滋賀県
(SMR) 

全死因 
 性 84.9 1 92.7 

 性 92.4 5 97.3 

悪性新

生物 

 性 90.9 5 94.6 

 性 96.7 13 96 

胃がん 
 性 84.7 6 91.4 

 性 117.2 7 112.6 

大腸が

ん 

 性 80.4 9 84.9 

 性 89.3 12 93.6 

肝がん 
 性 85.2 15 80.5 

 性 90.3 17 90.5 

肺がん 
 性 101.2 13 103.4 

 性 99.7 14 97.4 

乳がん  性 83.5 7 84.4 

子宮がん  性 81.9 17 76.2 

糖尿病 
 性 84.2 18 74.4 

 性 93 12 92 

高血圧

性疾患 

 性 68.1 2 62 

 性 90.4 6 95.8 

心疾患 
 性 84.6 2 97.4 

 性 100.7 3 108 

急性心

筋梗塞 

 性 106.0 10 128.3 

 性 105.5 3 130.6 

虚血性

心疾患 

 性 86.5 3 99.5 

 性 85.7 5 109 

 性  草津市 
（EBSMR） 

県内

順位 
滋賀県
(SMR) 

心不全 
 性 87.2 1 109.7 

 性 103.4 3 118.3 

脳血管

疾患 

 性 73.9 15 83.2 

 性 80.2 1 90.5 

くも膜

下出血 

 性 114.3 1 111.6 

 性 94.6 4 106.2 

脳内出

血 

 性 72.7 1 81.7 

 性 88 3 89.4 

脳梗塞 
 性 70.1 2 79.8 

 性 77.8 4 85.9 

肺炎 
 性 79 10 89.9 

 性 76.4 10 85 

慢性閉

塞性肺

疾患 

 性 127.9 1 124.1 

 性 89.8 10 88.6 

肝疾患 
 性 59.5 5 73.5 

 性 92.6 11 89.8 

腎不全 
 性 98.5 3 101.7 

 性 105.8 4 103.9 

老衰 
 性 76.1 1 88.1 

 性 75.5 4 88.3 

自殺 
 性 87.7 1 103.7 

 性 99.9 5 100.2 

資料：滋賀県健康づくり支援資料集（令和３年度版） 

厚生労働省人口動態統計より計算 

 

  ＥＢＳＭＲ（ＳＭＲの経験的ベイズ推定値）： 
小地域間の比較や経年的な動向を合計特殊出生率や標準化死亡比でみる場合、特に出生
数や死亡数が少ない場合には、数値が大幅に上下する。このような場合、観測データ以
外にも対象に関する情報を推定に反映させる「ベイズ推定」が、合計特殊出生率、標準
化死亡比の推定にあたっての有力な手法となる指標。 

ＳＭＲ（標準化死亡比）： 
年齢構成の差を取り除き地域の比較を行うための指標。対象集団において標準集団と標
準集団と同じ年齢階級別死亡率で死亡が生じると仮定したときの死亡数（期待死亡数）
を求め、観察死亡数との比であらわされる指標。 
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（２）介護保険認定者の状況 
 

本市の要支援･要介護 57 認定者数は増加傾向で推移しています。要支援･要介護
57 認定者数は、令和５年 10 月１日現在で○○人となっており、この３年間で○○人

の増加がみられます。内訳をみると、介護予防サービスの対象である要支援認定者

（要支援１･2）が○○人、介護サービスの対象である要介護認定者（要介護１～5）が

○○人となっています。要支援･要介護 57 度 では、要介護１が○○人（構成 

○○ ）と最も多くなっています。 

図表 要支援・要介護 57度 認定者数 

           

②要支援・要介護 57認定者数の将来推計 

推計人口をもとに、令和３～５年の要支援･要介護 57 認定者数のデータを用いて、

計画期間における要支援･要介護 57認定者数の推計を行いました。 

推計結果によれば、計画期間である令和６～８年において認定者数は増加が続き、

令和８年度には 6,107 人に達するものと見込まれます。なお、長期的な推計によれ

ば、その後も認定者数の増加は続き、令和 22 年には 7,897 人になると想定されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

差替予定 

730 761 785 893 972 982 
555 577 593 669 723 731 

1,777 1,848 1,898 2,171 2,386 2,408 
832 848 867 

975 
1,102 1,134 

761 782 809 
939 

1,061 1,074 
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894 909 
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558 

641 659 
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要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

図表 要支援・要介護 57認定者数の推計 

資料：草津市推計（10月 1日推計） 

資料：介護保険事業状況報告（各年 10 月１日現在）※令和５年は８月１日現在の暫定値 
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③介護・介助が必要になった主な原因 

令和５年では、10.2 の人が普段の生活で介護・介助が必要と回答しており、介

護・介助が必要になった主な原因は、「高齢による衰弱」が 19.8 、「関節の病気（リ

ウマチ等）」が17.6 、「心臓病」が16.5 、「骨折・転倒」が14.5 となっています。 

令和5年では、87.6 の人が「介護・介助は必要ない」と回答しており、令和２年と

 べ、11.1 増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

差替予定 

％

高齢による衰弱

関節の病気（リウマチ等）

心臓病

骨折・転倒

視覚・聴覚障害

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

糖尿病

脊椎損傷

がん(悪性新生物)

呼吸器の病気(肺気腫・肺炎等)

認知症（アルツハイマー病等）

腎疾患（透析）

パーキンソン病

その他

不明

無回答
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現在、何らかの介護を受けている（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）

無回答

R５年（n=358）

R２年（n=736）
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（３）国保医療費からみた医療費の状況 
 

①被保険者数の推移 

本市の被保険者数は、年々減少しており、令和５年では 21,825 人となってお

り、総人口に占める 合も 15.9 と令和元年と 較すると 2.1%減少していま

す。 

図表 被保険者数の推移 

 項目 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

草津市 
総人口（人） 

（住民基本台帳） 
134,224 135,166 136,254 137,321 138,600 

国民健康保険 

被保険者数（人） 23,948 23,417 23,285 22,790 21,825 

総人口に占める 合 18.0  17.4  17.2  16.7  15.9  

前期高齢者数（人） 10,891 10,688 10,720 10,499 9,661 

前期高齢者 合 45.5  45.6  46.0  46.1  44.3  

世帯数（世帯） 15,309 15,224 15,300 15,027 14,666 

資料：住民基本台帳（各年３月 31日） 

国民健康保険毎月事業状況報告（各年３月 ） 

 

②疾病 医療費の状況（令和４年度） 

本市の疾病 総医療費は、「腎不全」が最も高くなっています。滋賀県、全国で

は「その他の悪性新生物＜腫瘍＞」が最も高くなっています。 

図表 疾病 医療費の状況（令和４年度） 

項目 
 疾病中 類 

１位 ２位 ３位 

総医療費 

草津市 腎不全 
その他の悪性新生物 

＜腫瘍＞ 
糖尿病 

滋賀県 
その他の悪性新生物 

＜腫瘍＞ 
腎不全 糖尿病 

全国 
その他の悪性新生物 

＜腫瘍＞ 
腎不全 糖尿病 

レセプト１件

当たり医療費 

草津市 白血病 脳内出血 
気管、気管支および肺

の悪性新生物＜腫瘍＞ 

滋賀県 白血病 くも膜下出血 
その他の血液および造血器の

疾病並びに免疫機構の障害 

全国 白血病 くも膜下出血 
その他の血液および造血器の

疾病並びに免疫機構の障害 

レセプト件数 

草津市 高血圧性疾患 脂質異常症 糖尿病 

滋賀県 高血圧性疾患 脂質異常症 糖尿病 

全国 高血圧性疾患 糖尿病 脂質異常症 

１人当たり 

医療費 

草津市 腎不全 
その他の悪性新生物 

＜腫瘍＞ 
糖尿病 

滋賀県 
その他の悪性新生物 

＜腫瘍＞ 
腎不全 糖尿病 

全国 
その他の悪性新生物 

＜腫瘍＞ 
腎不全 糖尿病 

   ：生活習慣病に関連ある項目 

資料：ＫＤＢシステム（疾病 医療費 析（中 類）：令和 4 年度） 
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③細小 類疾病 医療費 合（令和４年度） 

本市の細小 類疾病 医療費 合は、入院および入院外ともに「慢性腎臓病

（透析あり）」の 合が最も高くなっています。 

 

図表 細小 類疾病 医療費 合 

【入院】 

 
草津市 滋賀県 全国 

疾病名  合 疾病名  合 疾病名  合 

1 慢性腎臓病（透析あり） 4.7  統合失調症 3.9  統合失調症 6.7  

2 不整脈 3.6  関節疾患 3.8  骨折 3.8  

3 狭心症 3.5  骨折 3.6  関節疾患 3.6  

4 関節疾患 3.3  慢性腎臓病（透析あり） 3.2  不整脈 3.0  

5 統合失調症 3.2  不整脈 3.2  脳梗塞 2.9  

6 骨折 3.1  狭心症 2.9  肺がん 2.4  

7 肺がん 2.9  脳梗塞 2.8  大腸がん 2.4  

8 脳梗塞 2.5  肺がん 2.7  慢性腎臓病（透析あり） 2.4  

9 大腸がん 2.2  大腸がん 2.3  うつ病 2.3  

10 脳出血 1.5  うつ病 1.7  狭心症 1.9  

 

【入院外】 

 
草津市 滋賀県 全国 

疾病名  合 疾病名  合 疾病名  合 

1 慢性腎臓病（透析あり） 7.9  糖尿病 8.0  糖尿病 8.1  

2 糖尿病 7.9  慢性腎臓病（透析あり） 5.9  慢性腎臓病（透析あり） 5.8  

3 高血圧症 4.8  高血圧症 5.2  高血圧症 5.0  

4 脂質異常症 4.0  脂質異常症 3.8  関節疾患 3.9  

5 関節疾患 3.4  関節疾患 3.8  脂質異常症 3.5  

6 小児科 2.7  肺がん 2.8  肺がん 2.8  

7 乳がん 2.6  小児科 2.4  小児科 2.7  

8 不整脈 2.5  不整脈 2.4  不整脈 2.2  

9 肺がん 2.4  乳がん 2.2  乳がん 2.0  

10 うつ病 2.1  うつ病 1.9  うつ病 2.0  

資料：ＫＤＢシステム（医療費 析）（1）細小 類：令和 4 年度） 
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④生活習慣病における疾病 1人当たり医療費の 較 

疾病 １人当たり医療費は、「がん」で最も高く 58,243 円となっています。ま

た、本市の「脂質異常症」、「狭心症」、「高尿酸血症」の１人当たり医療費は滋賀県、

全国よりも高くなっています。 

 
    図 生活習慣病における疾病 １人当たり医療費の 較      単位（円） 

疾病名 草津市 滋賀県 全国 

がん 58,243  64,121  60,087  

糖尿病 19,488  19,839  19,532  

高血圧症 10,108  11,458  10,981  

脂質異常症 8,372  8,284  7,560  

狭心症 7,172  5,936  4,007  

脳梗塞 4,188  4,639  5,002  

脳出血 2,244  2,155  2,408  

心筋梗塞 1,152  1,199  1,233  

動脈硬化症 343  292  379  

脂肪肝 260  238  326  

高尿酸血症 185  164  168  

資料：ＫＤＢ（疾病 医療費 析（生活習慣病）：令和４年度） 

 

⑤生活習慣病における疾病   率の 較 

疾病   率は、「高血圧症」で最も高く858.3件となっています。また、本市

の「狭心症」、「高尿酸血症」、「動脈硬化症」の  率は滋賀県、全国よりも高くな

っています。 

 
 

図 生活習慣病における疾病   率の 較（令和４年度）   

  率（被保険者 1,000 人当たりのレセプト件数）の推移     単位（件） 

疾病名 草津市 滋賀県 全国 

高血圧症 858.3  976.1  894.0  

脂質異常症 660.7  669.5  587.1  

糖尿病 615.5  652.7  663.1  

がん 332.7  337.2  324.1  

狭心症 98.2  84.0  64.2  

脳梗塞 35.4  38.0  50.8  

高尿酸血症 18.9  16.3  16.8  

脂肪肝 15.1  13.5  16.2  

動脈硬化症 12.1  6.9  7.8  

脳出血 5.4  6.1  6.0  

心筋梗塞 4.8  4.1  4.9  

資料：ＫＤＢ（疾病 医療費 析（生活習慣病）令和４年度）  
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３  前計画の評価 

（１）前計画の概要 
 

① 健康くさつ 21（第２次）の概要 

計画期間 平成 25年度～令和５年度 

基本理念 誰もが健康で長生きできるまち草津 

                      ～健康寿命の延伸と健康格差の縮小～ 

 

○基本的な方向 

１ 生活習慣の改善 

２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

３ 社会生活を営むための心身機能の維持・向上 

４ 健康を支え守るための地域の絆による社会づくり 
 

○重点施策 

１ 糖尿病の発症予防と重症化予防の推進 

２ 子どもの頃からの健全な生活習慣の確立 

３ 働く世 の健康づくり 

４ 地域で取り組む健康づくり 

５ 企業、団体、大学等との多種多様な協働による健康づくり 

 

② 第３次草津市食育推進計画の概要 

計画期間 平成 30年度～令和５年度 

基本理念 ココロ豊かにカラダ元気に 食で育む笑顔があふれるまち草津 

 

○基本方針 

１ 食の楽しさや食への感謝を実感し、豊かな心を形成します 

（１）食に興味を持ち、食を楽しむ 

（２）食に対する感謝の心を身につけ、正しい食のマナーを守る 

（３）食を通して人と人をつなぐ共食への意識の向上を図る 

２ 望ましい食習慣の形成と実践を促進し、健康の維持・増進をはかります 

（１）食に関する知識と、自身に合った情報を選択する力を身につける 

（２）食を通じた健康づくりへの関心と理解を深め実践する 

（３）食育に関連した学習機会の提供等、食育推進運動を積極的に 

展開する 

３ 食文化 承や地産地消によるまちづくりと、人に安全・自然に優しい 

食環境づくりを推進します 

（１）伝統食や行事食の 承を推進する 

（２）食品の安全・安心について基礎的な知識を習得する 

（３）食環境を意識し、食品ロス削減を図る  
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（２）基本的な方向・重点施策・基本方針ごとの評価と主な取組 

 

健康くさつ２１（第２次）および第３次草津市食育推進計画における基本的な方

向・重点施策・基本方針ごとの評価と主な取組は以下のとおりです。 

 

■健康くさつ２１（第２次） 

 

基本理念 誰もが健康で長生きできるまち草津 ～健康寿命の延伸と健康格差の縮小～ 

 

高齢化の進展および疾患構造の変化を踏まえ、生活習慣病の予防および社会

生活を営むために必要な機能の維持および向上等により、健康寿命（健康上の問

題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）の延伸を実現することが重

要です。 

また、あらゆる世 の健やかな暮らしを支える良好な社会環境を構築すること

により、健康格差（地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差）の

縮小を実現することが重要であるため、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目

指します。 

 

基本理念 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

基本目標 
単

位 
策定時 

中間評価時 

（平成２８年度） 

目標値 

（令和 5 年度） 

現状値 

（令和４年度） 

健康寿命の延伸 

（0  からの平均自立期間の延伸） 

全体 年 - 83.39 84.11 83.84 

 性 年 - 81.42 83.49 81.93 

 性 年 - 85.35 84.72 85.74 

 

評価 

○国や県、社会情勢の動向と整合性を合わせ、各ライフステージに特有の健康づくりについ

て、引き続き取組をすすめ、加えて人の生涯を経時的に捉えた健康づくりの取組ができる

よう、関係機関等と連携を強めながら事業展開を行い、市民へアプローチすることが必要で

す。 

目標達成度（ ）は、数値目標項目ごとに定め、目標値に対してどれだけ達成できたかを目安としてお

示しするものです。（現状値と目標値を除算しその数字に 100を乗算して求めています。） 
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基本的な方向１ 生活習慣の改善 
 

評価 

〇 世 に応じた切れ目のない健康づくり が重要ですが、 年層の生活習慣の乱れが見 

けられるため、ライフステージに応じた健康づくりの推進が必要です。 

〇日頃の食生活・食習慣に関心を持ち、朝食の欠食の改善や、規則正しいバランスの取れた

食事等、正しい食習慣を身につけていくとともに、正しい食習慣を 続していくことが必要

です。 

○乳幼児期からの正しい食生活の実践や、高齢者の食事の偏りや低栄養の予防等、特にライ

フステージに応じた支援を行っていくことが必要です。 

〇運動習慣者の 合等は、国の 合に べ低くなっていますが、身近にできる運動等の 合

が高く、日常生活の中で取り込める健康づくり活動を積極的に行っていくことが必要です。 

○自然と体を動かすことや歩くことのできる環境づくりや機会づくりの整備を行っていくこ

とが必要です。 

○こころの健康を保持するため、必要な相談ができる体制を整えるとともに、休養が心身の

保持・増進に大切であること等の正しい知識の普及啓発に努めることが必要です。 

〇たばこを吸う人の中で、禁煙に関心がない人が多くなっており、喫煙をやめたい人がやめ

る環境づくりが必要です。 

〇飲酒 や喫煙による身体への影響等についての知識の普及を図っていくことが必要です。 

○妊娠中の飲酒や喫煙の胎児への影響等を啓発し、妊産婦の飲酒者、喫煙者をなくしていく

ことが必要です。 

○小さいころからの歯および口腔の健康管理を行うとともに、歯の喪失防止・かみ合わせの

保持等、歯および口腔の健康を維持していくことが必要です。 

〇健康に関する認知度や知識についての格差があり、正しい内容の周知が必要です。 

主な 

取組 

・各種媒体やイベント開催を通じて、栄養・食生活に関する知識の普及と意識の向上を図りま

した。 

・市内飲食店や商業施設との連携事業や健康推進員による食育事業において、   取 増

加等をめざし、 続的に市民に広く周知を行いました。 

・運動に関する基礎的な知識の提供、相談、指 を行い、市民の運動習慣の意識づけを図りま

した。 

・歩数増加をめざし健康推進アプリを利用した運動を啓発等で促しました。 

・健康にとっての睡眠の重要性やストレスに関する知識や対処法等を広く啓発しました。 

・こころの健康について、安心して相談できる体制をつくるとともに、相談機関への周知を図

りました。 

・適正飲酒や 成年者・妊婦の飲酒防止について普及・啓発し、適正飲酒の重要性を周知しま

した。 

・喫煙や COPD に関する知識の提供、相談、指 を行うとともに、各種媒体を用いて、喫煙や

 動喫煙、COPD や 成年者、妊婦の喫煙防止について普及・啓発しました。 

・歯および口腔の健康に関する知識の提供、相談、指 を行うとともに、ライフステージに応じ

た歯科健 ・指 を行い、多くの市民に対し、歯および口腔の健康づくりの重要性を周知し

ました。 
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基本的な方向２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

 

評価 

○がん  の  促進に向け、ライフスタイルに合わせた  しやすい体制を整備するととも

に、定期的に  することを習慣化し、自 の健康状態を知ってもらうことが必要です。 

〇 年層に対する生活習慣病予防を促進していくことが重要です。 

○早期発見・早期治療のための病院  の重要性の周知・啓発が必要です。 

主な 

取組 

・がん  の  率向上を目指し、医師会や関係機関、健康推進員等と連携して  啓発活

動を推進しました。 

・がんの早期発見を目的に、市民が けやすいがん  の実施と精度管理を行いました。 

・医師会、関係機関、地域の企業等と連携し、特定健 、後期高齢者健 の  啓発活動の推

進に努めました。 

・特定健 に該当しない い世 の対象者に健 の機会を提供しました。 

・糖尿病や高血圧等の生活習慣病の予防と治療について正しい知識が得られるように、自ら

の生活習慣を振り返る機会を提供しました。 

・特定保健指 では、適正な食事や運動の実践等自らの生活習慣改善の指 に努めることが

できました。 

・「糖尿病対策ガイドライン」に基づき、健康増進・発症予防、早期発見、早期対応、適正治療・重

症化予防に取り組みました。 

・医師会や歯科医師会、薬剤師会と連携して「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」「かかりつけ

薬局」の重要性について周知しました。 

 

基本的な方向３ 社会生活を営むための心身機能の維持・向上 

 

評価 

○誰もが主体的にこころの健康づくりに取組むことができる環境づくりが必要です。また、一

人ひとりが、周囲の人のこころの不調について「気づき」や「見守り」を促進する必要がありま

す。 

〇 世 に応じた切れ目のない健康づくり を推進していくため、各ライフステージにおける課

題を明確にする必要があります。 

○健康づくりを定着させるために、楽しく、気軽に取り組むことができる場の提供に加え、世

 や職業に応じたアプローチが必要です。 

主な 

取組 

・うつ病やこころの健康に対して、正しい知識と適切な治療につながる情報提供を行うととも

に、関係機関と連携して自殺予防対策を進めました。 

・SNS 等様々な相談窓口の周知とともに、相談支援のネットワーク体制を構築し、相談支援体

制の充実を図りました。 

・妊産婦の健康管理等の充実を図りました。また、子どもとその保護者に対して、食生活・運動

等健康に関する基礎的な知識の提供等を行いました。 

・高齢者の健康づくりやロコモティブシンドロームに関する知識の普及・啓発を図りました。そ

の結果、多くの高齢者に対して、介護予防の重要性を周知することができました。 

・高齢者が知識や経験を生かし活躍できるように、 ランティア活動やクラブ活動、生きがい

づくりを支援しました。 
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基本的な方向４ 健康を支え守るための地域の絆による社会づくり 

 

評価 

○誰もが地域活動に 加しやすい環境づくり等、地域のつながりが強化できるよう取り組む

ことが必要です。 

○地域ごとの健康課題の解決に向けた取組を進める必要があります。 

○市民、地域、団体、企業が実施している取組を明確にし、地域での健康づくりを協働して取

り組むことが必要です。 

主な 

取組 

・認知症になっても、高齢になっても安心して暮らせるまちづくりを推進しました。 

・健康づくりに取り組む団体の活動を支援し、各団体のつながりの強化による健康づくりを推

進しました。 

・健康推進員養成講座・現任研修等を実施し、地域における健康づくりや予防活動の主体的な

取組みをすすめました。 

・市民やＮ Ｏ法人、民間企業等の知識や経験を生かし、地域の多種多様な課題解決に向けた

取組みを推進しました。 

 

 ◇重点施策１ 糖尿病の発症予防と重症化予防の推進 

 

重点的に取り組む指標目標 
単

位 
策定時 

中間評価時 

（平成 28 年度） 

目標値 

（令和 5 年度） 

現状値 

（令和 4 年度） 

糖尿病有病者の

増加抑制 

国保特定健  

 者 
  9.9 11.6 増加抑制 11.9 

 

評価 

〇けん の実施や  勧奨等、様々な機会を通じて糖尿病等の生活習慣病予防に関する啓

発を 続する必要があります。 

〇糖尿病性腎症のハイリスク者に対しては、滋賀県～プログラムに基づき、  や生活習慣の

改善に向けた支援を 続する必要があります。 

〇けん   率の向上や生活習慣の見直しに向け、かかりつけ医や市内の医療機関と連携し

取組むことが必要です。 

主な 

取組 

・特定健 結果により、  勧奨判定値以上の者に対して、医療機関  勧奨通知やアンケー

ト、リーフレットの送付を行いました。 

・  勧奨はがきに過去の健 結果を記載し特定健 や生活習慣病予防の啓発を行いまし

た。 

・滋賀県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づき、対象者へ保健指 と医療機関  の

勧奨通知、保健指 の案内をしました。保健指 を希望しない対象者には、訪問、電話、リー

フレットの郵送により、対象者の実態把握や情報提供を実施しました。 
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 ◇重点施策２ 子どもの頃から健全な生活習慣の確立 

 

重点的に取り組む指標目標 
単

位 
策定時 

中間評価時 

（平成 28 年度） 

目標値 

（令和 4 年度） 

現状値 

（令和 4 年度） 

朝食を食べない

子どもの率の減

少 

小学 5 年生   
2.1 

(H24) 
3.9 0.0 3.5 

中学 2 年生   
3.3 

(H24) 
6.2 0.0 6.9 

高校 2 年生   
11.3 

(H24) 
- 5.0 - 

 

評価 

〇朝食 取の重要性についての啓発や指 の強化が必要です。 

〇 続した早産予防や適切な妊娠期の生活の指 が必要です。 

〇適度な運動とバランスの良い食生活の実践が必要です。 

〇スポーツに対して関心を持つ高校生が増えるよう取り組む必要があります。 

〇むし歯予防について啓発を行い、低年齢児からの口腔衛生への意識付けを行う必要があり

ます。 

主な 

取組 

・子どもが朝食を家族と一緒に食べることの重要性や、子どもが規則正しい生活習慣の普及

啓発を行いました。 

・各学年の教育課程に基づき朝食の 取や  防止について、学習指 を実施しました。 

・体力向上プロジェクト等を推進し、運動やスポーツを習慣的にしている子どもの増加をめざ

しました。 

・妊娠届出時に早産予防について指 しました。 

・むし歯のない児であっても、口腔悪化リスクをもつ児の保護者に対して、むし歯予防知識の

啓発を行いました。 

 

 ◇重点施策３ 働く世 の健康づくり 

 

重点的に取り組む指標目標 
単

位 
策定時 

中間評価時 

（平成 28 年度） 

目標値 

（令和 5 年度） 

現状値 

（令和 4 年度） 

歩数の増加 

（徒歩１０ のとこ

ろへ徒歩で行く

人の増加） 

20～69   

 性 
  32.0 38.1 42.7 39.7 

20～69   

 性 
  31.2 36.4 41.8 40.8 

70 以上 

 性 
  32.4 48.0 68.8 41.5 

70 以上 

 性 
  48.5 52.7 58.7 41.7 
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評価 

〇仲間と運動をすることのできる環境を整える必要があります。 

〇子どもの頃からの運動習慣を身につける必要があります。 

〇自然と歩くことができる環境の整備が必要です。 

〇バランスのよい食事の重要性の なる周知と、働き世 への働きかけが必要です。 

〇過度な飲酒や喫煙が身体に与える影響について広く周知をしていくことが必要です。 

主な 

取組 

・スマートフォンアプリを活用し、歩くことの意識づけや健康増進のきっかけづくりを促進しま

した。 

・多 な   取による、健康への影響や１日の  や果物の必要 と必要性について周知

啓発しました。 

・様々な機会を通して、適正飲酒や禁煙の周知啓発を行いました。 

 

 ◇重点施策４ 地域で取り組む健康づくり 

 

重点的に取り組む指標目標 
単

位 
策定時 

中間評価時 

（平成 28 年度） 

目標値 

（令和 5 年度） 

現状値 

（令和 4 年度） 

健康推進員数の増加 人 185 180 205 174 

 

評価 

〇健康推進員が 続しやすい環境づくりを支援していく必要があります。 

〇新規会員の働く世 の獲得をめざすため、養成講座等手法を 討していく必要がありま

す。 

〇高齢者の社会 加のきっかけとなる通いの場等での講座の開催や新たにいきいき百 体

操の 加等について周知が必要です。 

〇認知症について正しく理解し対応できる市民が増えるよう認知症サポーター養成講座の開

催を 続していく必要があります。 

主な 

取組 

・養成講座を毎年実施し、新規会員獲得にむけた啓発が行えました。 

・現任研修会で現会員にむけて、正しい知識の普及を行うことができ、健康推進員が地域で行

う健康づくり活動に生かすことができました。 

・いきいき百 体操や地域サロンなどの活動により、地域の高齢者同士の関係性の構築につ

ながりました。 

・様々な年 に認知症サポーター養成講座を周知したことにより、多くの市民が認知症の正し

い疾患の理解や対応の仕方について学ぶことができました。 
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 ◇重点施策５ 企業、団体、大学等との多種多様な協働による健康づくり 

 

数値重点的に取り組む指標目標 
単

位 
策定時 

中間評価時 

（平成 28 年度） 

目標値 

（令和 5 年度） 

現状値 

（令和 4 年度） 

食品中の食 や脂肪低減に取り組む

飲食店の増加（外食栄養成 表示店の

増加） 

店

舗 

３ 

(H24) 
３ 増加 10 

 

評価 

〇飲食店や商業施設等の協力を得ながら、自然に健康になれる環境づくりを行っていくこと

が必要です。 

〇食育の推進や健康づくりに向けて、事業所や大学等との連携を強化する必要があります。 

主な 

取組 

・市内飲食店や事業所等と連携し、食生活や運動習慣について、広く市民に周知しました。 

・草津市健幸都市宣言賛同事業所へ健康に関する情報発信を行いました。 

・健康（幸）イベントの実施や会議等の協議を設ける等、大学と連携しました。 

・商業施設等で、   取の重要性の周知や草津市農産物の認知度向上により、草津市産農

産物利用の意識醸成を図りました。 

 

 

 健康くさつ21（第２次）では、本市における現状と課題、また国や滋賀県の計画等を

勘案し、重点的に取り組む施策として、５つの重点施策を設け、取組をすすめてまいり

ました。 

 こうした中、第３次健康くさつ 21 では、健康寿命の なる延伸を図るとともに、日

常に制限がある期間（不健康な期間）をより縮小させることを目標に、これまでのライ

フステージに応じた健康づくりの推進に加え、胎児期から高齢期までを経時的に捉え、

切れ目のない健康づくりの取組をすすめるライフコースアプローチの考え方を踏まえ

た取組をすすめてまいります。 
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■第３次草津市食育推進計画 

 
基本方針（１） くらし「食の楽しさや食への感謝を実感し、豊かな心を形成します」 

 

評価 

〇家庭や地域で楽しく共に食事をとることができる取組を行っていくことが必要です。 

〇市内の飲食店や商業施設等の関係機関と連携し、普段の生活の中で食育の要素が取り込

める環境づくりや機会づくりが必要です。 

主な 

取組 

・「食育の日」や「食育月間」において、食の楽しさや食への感謝について啓発しました。また、

飲食店や商業施設等の連携事業に取り組みました。 

・学校や地域において、子ども達が給食や地域の人との体験を通じて、食への関心をもち、食

べ物や生産者への感謝の気持ちや作る喜び等を感じ学ぶ機会を提供しました。 

 

基本方針（２） ささえる「望ましい食習慣の形成と実践を促進し、 
健康の維持・増進をはかります」 

 

 

基本方針（３） つなぐ「食文化 承や地産地消によるまちづくりと、 

人に安全・自然に優しい食環境づくりを推進します」 

  

評価 

〇伝統的な食文化等を い世 へ伝えていくことや地産地消の重要性の周知や、草津市の農

産物の認知度向上を図る必要があります。 

〇生産から消費に至る食の循環を意識し、食品ロスの削減等、環境に配慮した食生活を啓発

していく必要があります。 

主な 

取組 

・市場調査や献立を工夫する等、地場産物の使用を積極的に行いました。 

・草津市の農産物の利用 大に向けた取組や地産地消の重要性の周知等を行いました。 

・市民、飲食店、事業所等に対して食品ロスの削減に向けた啓発を行いました。 

評価 

〇日頃の食生活・食習慣に関心を持ち、朝食の欠食の改善や、規則正しいバランスの取れた

食事等、正しい食習慣を身につけていくとともに、正しい食習慣を 続していくことが必要

です。（再掲） 

〇市民、地域、団体、企業等と協働し、食育に関する啓発を行う必要があります。 

主な 

取組 

・各種媒体やイベント開催を通じて、栄養・食生活に関する知識の普及と意識の向上を図りま

した。 

・市内飲食店や商業施設との連携事業や健康推進員による食育事業にて、   取 増加等

をめざし、 続的に市民に広く周知を行いました。（再掲） 
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第 章    計画の基本的 方  

 

１  めざす姿 基本理念   
 

誰もが健康で長生きできるまち草津 

～健康寿命の延伸と健康格差の縮小～ 

 

本市のこれからの人口推計をみると、今後もますます少子高齢化の進展が予想さ

れ、また、生活習慣病の増加等も見られます。 

こうした状況を踏まえつつ、今後の12年間において、引き続き「子どもから高齢者

まで、 性も 性も、全ての市民が（＝誰もが）」、「健康を維持したまま長い期間いき

いき元気に過ごせる（＝健康で長生きできる）」ことを基本理念として、この計画を策

定しました。 

なお、今後の取組にあたっては、これまでのライフステージに応じた健康づくりの

推進に加え、新たにライフコースアプローチの考えを踏まえ、実施します。 

 

2  基本目標 
 

指標  
現状値 

（令和 3年度） 
目標値 

（令和 1７年度） 

健康寿命の延伸 

平均寿命の増加 を上回る健康寿命の増加 
 性 81.82 
 性 85.88 

平均寿命の増
加 を上回る
健康寿命の 

増加 

健康格差の縮小 縮小 
 性 1.48 
 性 3.12 

縮小 

 

「市民の誰もが健康で長生きできるまち草津」を目指すため、できるだけ長い期間、

心身ともに健康な状態を保つことが重要です。また、誰一人取り残さない健康づくり

を展開するには、様々な健康格差を把握するとともに、格差の要因を 析し、格差縮

小を目指すことが求められます。そうしたことから、国の目標値と同様に健康寿命の

延伸と健康格差の縮小に向けた基本目標を設定します。  

検討中 
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3  計画の体系  

本市では、基本理念をもとに、計画推進のための３つの基本的な方向ごとに具

体的な施策を定め、取組を進めます。 

健康くさつ 21（第３次）の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

《基本理念》 誰もが健康で長生きできるまち草津 

～健康寿命の延伸と健康格差の縮小～ 

施策１ 生活習慣の改善 

（1）栄養・食生活 
（2）身体活動・運動 
（3）休養・睡眠 
（4）飲酒 
（5）喫煙 
（6）歯・口腔の健康 

基本的な方向１ 個人の行動と健康状態の改善 

施策２ 生活習慣病の発症予防と 
        重症化予防 

（1）がん 
（2）循環器病 
（3）糖尿病 

施策３ 社会とのつながり 

基本的な方向２ 健康を支え守るための地域の絆による社会づくり 

施策４ 自然に健康になれる環境づくり
と健康増進に向けた基盤の整備 

施策５ 食と環境 

基本的な方向３ 持続可能な食を支える食育の推進 

施策６ 多様な主体とのつながりと 
       食文化の伝承 
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4  計画  の めの基本的 方   

基本的な方向１ 個人の行動と健康状態の改善 
 

健康寿命の延伸に向けては、日頃からよりよい生活習慣を身に付け、 続する

ことが重要であり、生活習慣の改善に向けては、①栄養・食生活、②身体活動・運

動、③休養・睡眠、④飲酒、⑤喫煙、⑥歯・口腔の健康の６つの  に け、また、

生活習慣病の発症予防・重症化予防に向けては、①がん、②循環器病、③糖尿病

の３つの  に け、取組を推進していきます。 

なお、健康寿命が日常生活に制限のない期間の平均であることを鑑みて、上記

の取組にあわせ、心身の両面から健康を保持し、生活機能の維持・向上を図りま

す。 

 

基本的な方向２ 健康を支え守るための 

                地域の絆による社会づくり 

 

個人の健康は、社会環境の影響を けることから、健康づくりをすすめる上で

は、一人ひとりの行動と健康状態の改善に加え、社会全体で個人の健康を支え、

守る環境づくりに努めていくことが重要です。行政のみならず、事業者や団体、学

校、身近な地域等、幅広い主体が連携し、市民の健康を支えるため、地域の絆に

よる社会づくりを推進していきます。 

また、誰もが健康づくりに取り組むことができるよう幅広く情報発信を行うと

ともに、自然に健康になれる社会環境づくりに向けて取り組みます。 

 

基本的な方向３ 持続可能な食を支える食育の推進 
 

持続可能な食を支えるためには、家庭、学校、地域等の各場面の取組みに加え、

ライフスタイルの多様化に対応した、切れ目のない生涯を通じた食育を推進する

ことが重要です。特に、子どものうちから健全な食生活を確立するとともに、誰も

が自然に健康になれる食環境づくりを進めます。 

また、食の循環や環境を意識した取組みや、食文化の伝承に向けた食育を推進

していきます。  
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第 章    施策の展開 

 

基本的な方向１  個 の行動   状態の改善  

施策  生活習慣の改善 

（１）栄養・食生活 
 

 

栄養・食生活は、子ども達が健やかに成長し、また一人ひとりが健康で幸せな生活を送るた

めには必要不可欠です。また、多くの生活習慣病（ＮＣＤｓ）の予防・重症化予防のほか、やせや低

栄養等の予防を通じた生活機能の維持・向上の観点からも重要です。 

個人の行動と健康状態の改善に向けた適切な栄養・食生活やそのための環境づくりをすすめ

ます。 

 

数値目標 

NO． 目標 指標 
現状値 

（令和 4年度） 

中間評価値 

（令和 11年度） 

目標値 

（令和 16年度） 

１ 
①適正体重を維持 

している者の増加 

ＢＭＩ 18.5以上 
25  の者の 合 

19～

64  

増

加 

- 

（60.3 ） 
 66  

２ ★  者の減少 
BMI 25以上の者の 
 合 

19～

64  

減

少 

 性 8.6 

 性 7.2  
 

 性 
20-60 
30    

 性 
40-60 
15    

３ 
① 年 性のやせの

減少 

ＢＭＩ18.5  の 
 合 

15～

29 

 性 

減

少 
27   15  

４ 
①低栄養傾向の 

高齢者の減少 

ＢＭＩ20以下の 
高齢者の 合 

65  

以上 

減

少 

--

（16.8 ） 
 13  

５ 

②児童・生徒におけ

る  傾向児の 

減少 

  度 20 以上の 
子どもの 合 

小学 

５年生 

減

少 
9.9   減少 

６ 

③バランスの良い 

食事を っている

者の増加 

主食・主 ・副 を組
み合わせた食事が 
1 日２回以上の日が
ほぼ毎日の者の 合 

 
増

加 

- 

（37.7 ） 
 50  

概 要 

検討中 
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７ ④   取 の増加    取 の平均値 
一人 

当たり 

増

加 
244.8g 

 
350g 

８ ⑤果物 取 の改善 果物 取 の平均値 
一人 

当たり 

増

加 
56.6g  200g 

９ ⑥食  取 の減少 食  取 の平均値 
一人 

当たり 

減

少 
10.6g  ７g 

10 
★①食育に関心を 

持っている国民
を増やす 

食育に関心を持って

いる市民の 合 
 

増

加 
52.4%  90 以上 

11 

★②朝食又は夕食を
家族と一緒に食
べる「共食」の回
数を増やす 

朝食又は夕食を家族
と一緒に食べる 
「共食」の回数 

 
増

加 
週 9.6 回  

週 11回以上

（週６日以上） 

12 
★④朝食を欠食する

国民を減らす 

朝食を欠食する 
子どもの 合 

小学 
５年生 

中学 

２年生 

減

少 
3.5%  0  

13  い世 の 合 
19～

64  

減

少 
6.9%  15 以下 

 

 

現 況 

＜適正体重を維持している人について＞ 

●  者（ＢＭＩ 25.0以上）の減少については、  ともに、目標値を達成しませんでした。特に

 性では策定時に べ、約 1   者が増加しています。 

●低栄養傾向の高齢者（ＢＭＩ 20 以下）の増加抑制については、目標値を達成しました。 

●痩せの人（ＢＭＩ 18.5   ）の減少については、20    の 性では策定時に べ、約２ 

痩せの人が増加しています。 

●  傾向にある子ども（  度 20 以上）の減少については、目標値を達成せず、策定時に 

べ、微増しました。 

＜適切な と質の食事をとっている人について＞ 

●バランスのとれた食事に気をつけている人の増加については、約７ 以上の方が気をつけて

いる状況ですが、アンケート調査によると、「揚げ物等油を多く含む食品を控えている」「就寝２

時間前には何も食べない」等の項目においては、できていないと回答される 合が高くなって

います。 

●   取 の増加については、策定時に べ、一人あたりの平均 取 は微減しています。ア

ンケート調査によると、約７ の人が「ほとんど毎日（週６日以上） 取する」と回答しています

が、 取 は「片手１杯以下」の 合が高く、必要な が 取できていないことがうかがえま

す。 

●果物 取 の増加については、目標値を達成せず、約半数の方が 100   の 取でした。 

●食  取 の減少については、策定時に べ、一人あたりの平均 取 は微増しています。 

  

検討中 
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＜食育について＞ 

●食育に関心がある人の 合については、目標値を達成せず、微減しました。 

●共食の増加（家族と一緒に食べる子どもの増加）については、朝食では目標値を達成せず、微

増しました。 

●朝食を食べない人については、子どもにおいて策定時に べ、増加しました。また、アンケート

調査によると、 性の 19  以下、20  で 合が高くなっています。 

 

 

私 た ち の 役   
 

市民の取組 

●自 の適正体重、自 に適した食事 を知り、適正体重を維持しましょう。 

●自 に適した食事 を知り、１日２回以上、主食・主 ・副 がそろったバランスのよ

い食事をとりましょう。 

●自 に必要な栄養素（主にたんぱく質・カルシウム）を意識し、筋肉や骨を丈夫に保ち

ましょう。 

●毎日、  350 以上、果物200 を食べましょう。 

●薄味（減 ）を心がけましょう。 

●家庭、職場、地域、学校等を通じて、食に対する関心や正しい知識を身につけましょ

う。 

●家族や仲間と一緒に食事をするよう心がけましょう。 

●早寝・早起き等規則正しい生活リズムを確立し、朝食を毎日食べましょう。 

 

地域・関係団体の取組 

●バランスの良い食事や適正体重等の知識の普及啓発に努めましょう。 

●市民に「食」を提供している施設・店舗は、適切な栄養・食生活の提供やそのための

環境づくりに取り組みましょう。 

●職場では、けん の結果を活用し、働く人の健康管理に努めましょう。 

●健康推進員は、地域の様々な機会を活用し、適切な食生活の普及啓発に努めます。 
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行政の取組 

●広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を活用し、さまざまな機会を通じて適正体重やバラ

ンスの良い食事、  、果物、食 の 取 等、栄養・食生活に関する知識の普及と

意識向上に向けた啓発を行います。 

●けん や健康相談等を通じて、基礎的な知識の提供、相談、指 を行い、食生活の改

善を支援します。 

●地域や保護者と連携し、食に対する関心や共食への意識の向上等、食育の取り組み

を推進します。 

 

 

主な取組 

NO． 事業名称 担当所属 

1 草津フードバンクセンター設置 
健康  政策課 

市社会  協議会 

2 食育推進事業 健康増進課 

3 栄養相談・生活習慣病相談 健康増進課 

４ 健康教育 健康増進課 

５ 特定保健指  健康増進課 

６ 健康啓発推進事業 健康増進課 

７ 健康推進員による食育推進重点事業・健康づくり啓発事業 健康増進課 

８ 健康推進員現任研修 健康増進課 

９ 介護予防普及啓発事業 長寿いきがい課 

10 短期集中予防サービス事業 長寿いきがい課 

11 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業 長寿いきがい課 

12 妊産婦訪問 子育て相談センター 

13 乳幼児訪問 子育て相談センター 

14 離乳食レストラン 子育て相談センター 

15 母子（親子）健康手帳の交付 子育て相談センター 

16 乳幼児健康 査 子育て相談センター 

17 妊婦健康 査（公費助成） 子育て相談センター 

18 保育所・子ども園における保健指  幼児課 

19 保育所・子ども園における食育の推進（給食の実施） 幼児課 

20 学校における食育の推進 学校教育課 
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骨粗しょう症とは、骨の （骨 ）が減り、骨が弱くなることで骨折しやすくなる病気

です。 

特に い 性は過度なダイエットが原因で骨を弱くし、 をとってから骨粗しょう症

になりやすくなると言われています。 

骨 を増やすため、バランスの良い食事を ることや、適度な運動を行うことで 

いうちから骨を強くし、予防することが重要です。  

骨粗しょう症に気をつけましょう 
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（２）身体活動・運動 
 

 

 

身体活動は、体力の維持向上に加え、生活習慣病予防や ンタルヘルス対策、生活の質

（QOL）の向上、寝たきりやフレイル予防等につながり、健康寿命の延伸に有用です。 

身体活動 が減少しやすい社会環境にあることから、引き続き、身体活動・運動  の取組

を積極的に行います。 

 

数値目標 

NO． 目標 指標 

現状値 

（令和 4年

度） 

中間評価値 

（令和 11年度） 

目標値 

（令和 16

年度） 

 

①日常生活におけ

る歩数の増加 
1日の歩数の 

平均値 
 増加 

- 

（6,278

歩） 

 
7,100

歩 

 
②運動習慣者の 

増加 
運動習慣者の 合  増加 

36.2 

（28.7 ） 
 40  

 

③運動やスポーツ

を習慣的に行っ

ていない子ども

の減少 

1 週間の総運動時

間 (体育授業を除

く。)が 60    

の児童の 合（運動

やスポーツを習慣

的にしている子ど

もの増加（運動部加

入率）） 

小学 

５年生（公

立 

中学生・

公立 

高校生） 

減少 

（増加） 

- 

（公立中学

生：

62.8 、

公立高校

生：

48.8 ） 

 減少 

 
①ロコモティブシン

ドロームの減少 

足腰に痛みのある

高齢者の 合 

65  

以上 
減少 

（32.7 ） 

232 人 
 

●  

210人 

 

 

現 況 

＜歩数の増加について＞ 

●徒歩 10  のところへ徒歩で行く人の増加については、  ともに、目標値を達成せず、約４

 の人に留まっています。 

＜運動習慣者の増加について＞ 

●30 ・週２回以上の運動を 1年以上 続している人の増加については、  ともに、69 以

下では目標値を達成しましたが、70  以上では達成しませんでした。アンケート調査による

と、続けている運動として、「ウォーキング（散歩等）」、「筋力トレーニング（軽～中等度）」、「体操

（ラジオ体操等）」等身近で気軽にできる運動の 合が高くなっています。 

 

  

概 要 

検討中 
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私 た ち の 役   
 

市民の取組 

●日常生活の中で歩くことを心がけたり、自 にあった運動を行う等、活動 を増や

しましょう。 

●人とのつながりを持ち、運動を習慣化しましょう。 

●アプリ等を活用し、楽しみながら身体を動かしましょう。 

●クラブ活動や地域のスポーツ活動に積極的に 加しましょう。 

●家族や友人と一緒に、身体を使った遊びを楽しみましょう。 

 

 

地域・関係団体の取組 

●身体を動かす機会や安心して運動できる環境をつくりましょう。 

●運動習慣の 続を支援しましょう。 

●健康推進員は、「くさつ健康はつらつ体操」等、身体を動かすことの楽しさや気持ち

よさを啓発します。 

 

 

行政の取組 

●歩行を意識し、自然と歩きたくなるような環境の整備と啓発に取り組みます。 

●誰もが気軽に取り組める身体活動の周知や運動が 続できる取組を推進します。 

●健康づくりを推進する団体に対して活動支援を行います。 

●子どもが学校や地域等において、身体を動かし遊ぶ楽しさを学び、運動や体力づく

りに取り組めるよう支援します。 

●運動による生活習慣病予防、ロコモティブシンドローム予防、フレイル予防等の周知・

啓発に努めます。 
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主な取組 

NO． 事業名称 担当所属 

21 着地型観光事業 商工観光労政課 

22 健幸づくりに係る体験型啓発イベントの実施 健康  政策課 

23 障害者スポーツ大会開催事業 障害  課 

24 健康推進アプリ【BIWA-TEKU】 健康増進課 

６ 【再掲】健康啓発推進事業 健康増進課 

25 体育施設維持管理・運営 公園緑地課 

26 体育施設維持管理・運営 プール整備事業推進室 

27 スポーツ推進審議会運営事務 スポーツ推進課 

28 スポーツ推進委員活動推進事業 スポーツ推進課 

29 市民スポーツ大会開催費補助事業 スポーツ推進課 

30 県民スポーツ大会等出場支援補助事業 スポーツ推進課 

31 駅伝競走大会開催費補助金事務 スポーツ推進課 

32 チャレンジスポーツデー開催費補助金事務 スポーツ推進課 

33 各種大会負担金事務 スポーツ推進課 

34 各種大会補助金事務 スポーツ推進課 

35 スポーツ協会事業費補助金事務 スポーツ推進課 

36 スポーツ少年団育成事業 スポーツ推進課 

37 総合型地域スポーツクラブ補助事業 スポーツ推進課 

38 学校体育施設開放推進事業 スポーツ推進課 

39 社会体育施設管理運営事業 スポーツ推進課 

40 中学校体育推進事業 学校教育課 

41 小学校体育推進事業 学校教育課 
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（３）休養・睡眠 
 

 

  な睡眠や余暇活動は、心身の健康に欠かせません。睡眠不足は、日中の眠気や疲労に加

え、  、高血圧、糖尿病等の発症リスク等に関連し、また、うつ病等の精神障害の発症リスクを

高めるとされています。 

睡眠や余暇が適切に取り入れられた生活習慣の確立をすすめます。 

 

数値目標 

NO． 目標 指標 
現状値 

（令和 4年度） 

中間評価値 

（令和 11年度） 

目標値 

（令和 16年度） 

 

①睡眠で休養が

とれている者

の増加 

睡眠で体養がと

れている者の 

 合 

 増加 

- 

(睡眠による休

養が  に取

れていないと

訴える人の減

少：30 ） 

 80% 

 

②睡眠時間が 

  に確保で

きている者の

増加 

睡眠時間が6～9

時間(60  以上

については、6～

8 時間)の者の 

合(年齢調整値) 

60

  

  

 

60

 以

上 

増加 

60    

59.4  

60 以上 

54.0  

 60  

 

現 況 

＜  に睡眠をとれていない人について＞ 

●睡眠による休養が  に取れていないと訴える人の減少については、目標値を達成せず、策

定時に べ、微増しました。アンケート調査によると、１日の睡眠時間が 性 30   から 64

 、 性 40   以上で「５時間～６時間  」の 合が高く、働き世 や子育て世 等で睡眠

時間が少ないことがうかがえます。 

＜ストレスや悩みを感じている人について＞ 

●ストレスや悩みを感じている人の減少については、目標値は達成しませんでしたが、策定時と

 べ、 性では約２ 、 性では約１ 減少しました。アンケート調査によると、ストレスを感じ

ることとして、  ともに働き世 では「勤務関係（内容・環境）」の 合が高くなっています。 

 

 

 

概 要 

検討中 
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私 た ち の 役   
 

市民の取組 

●早寝・早起きを心がける等、健康的な生活習慣、睡眠・休養の重要性を理解し、規則

正しい生活を送りましょう。 

●質の良い睡眠を心がけ、上手に休養をとりましょう。 

●自 に合ったストレス解消の方法を見つけましょう。 

●趣味や生きがい等を見つけ、さまざまな地域活動に積極的に 加しましょう。 

●一人で、悩みごと等を抱え込まず、相談できる人をつくりましょう。 

●健康で充実した働き方ができるようワーク・ライフ・バランスに取り組みましょう。 

 

地域・関係団体の取組 

●暮らしの中の様々な心配ごとや悩みごとの相談に応じましょう。  

●地域活動を積極的に展開しましょう。 

●事業者は、労働環境や労働条件を見直し、休暇取得の促進を図りましょう。  

 

行政の取組 

●睡眠の重要性や生活リズムに関する正しい知識を啓発します。 

●専門機関や関係団体、事業者等と協力し、悩みを抱える人が相談しやすい環境づく

りを進めます。 

 

主な取組 

NO． 事業名称 担当所属 

42 心配ごと相談 
健康  政策課 

市社会  協議会 

43 精神保健事業 健康増進課 

６ 【再掲】健康啓発推進事業 健康増進課 

４ 【再掲】健康教育 健康増進課 

44 ツインズフレンズ 子育て相談センター 

45 総合相談事業 子育て相談センター 

46 産前・産後サポート事業 子育て相談センター 

47 産後ケア事業 子育て相談センター 

12 【再掲】妊産婦訪問 子育て相談センター 
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（４）飲酒 
 

 

飲酒は、肝障害、高血圧、がん等に深く関連します。また、不安やうつ等といったリスクとも関

連し、より一層のアルコールによる健康への影響に関する知識の普及啓発、減酒支援等の推進

が求められます。特に、20   の人の飲酒は心身の発育に、妊娠・授乳中の飲酒は胎児や乳

児の発育に悪影響を及ぼします。 

引き続き、 かりやすい情報を発信し、普及啓発をすすめます。 

 

数値目標 

NO． 目標 指標 
現状値 

（令和 4年度） 

中間評価

値 

（令和 11年

度） 

目標値 

（令和 16年

度） 

 

① 生 活 習 慣 病

(NCDs)のリスク

を高める を飲酒

している者の減少 

1日当たりの アル

コール 取 が 

性 40g以上、 

 性 20g 以上の 

者の 合 

 減少 9.25%  

7.7 ⇒1 

10/11.8 

=84.7%

（10 ） 

 
②20    の者の 

飲酒をなくす 

中学生・高校生の 

飲酒者の 合 

15 ～ 19

  
減少 

7.8  
 0  

 

 

現 況 

＜生活習慣病リスクを高める を飲酒している人について＞ 

●１日当たりの アルコール 取 が 性 40 以上、 性 20g 以上の減少については、  と

もに目標値は達成しませんでしたが、策定時と べ、 性では約４ 、 性では約１ 減少しま

した。アンケート調査によると、20  以上の  全体で「１日ビール中ビン１本（日本酒１合）以

上飲酒している」が約５ となっています。週に何日飲酒するかについては「飲まない（飲めな

い）」、「ほとんど飲まない」がそれぞれ約２ 、次いで「毎日」の 合が２ 弱と多くなっていま

す。 

＜ 成年者の飲酒をなくすについて＞ 

● 成年者の飲酒をなくすについては、  ともに目標値は達成しませんでしたが、策定時と 

べ、  ともに約６ 減少しました。 

＜妊娠中の飲酒をなくすについて＞ 

●妊娠中の飲酒をなくすについては、目標値は達成しませんでしたが、策定時と べ、約９ 減

少しました。 

概 要 

検討中 
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私 た ち の 役   
 

市民の取組 

●アルコールが健康に及ぼす影響について正しい知識を習得し、適度な飲酒を心がけ

ましょう。 

●飲酒を周囲の人に強要しないようにしましょう。 

●飲酒の影響について正しく理解し、20   の人、妊娠中・授乳中の人は絶対に飲

酒はしません。 

 

地域・関係団体の取組 

●20   の人、妊娠中・授乳中の人、飲めない人に飲酒させない環境づくりをすす

めましょう。  

●飲酒に関して学ぶ機会を設けましょう。  

●健康推進員は、適度な飲酒について啓発を行います。  

 

行政の取組 

●広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を活用し、飲酒が心身に及ぼす影響や適度な飲酒に

関する情報提供を行います。 

●けん や健康相談等を通じて、基礎的な知識の提供、相談、指 を行い、適切な飲酒

に向けて支援します。 

●アルコールと健康に関する相談窓口の周知を図るとともに、適切な専門の相談窓口

へつなぐ等、関係機関と連携します。 

●飲酒が胎児や乳児に及ぼす影響等について情報提供を行うとともに、適宜、禁酒に

向けた支援を行います。 

●学校・地域、事業者等と連携し、20   の人の飲酒防止の啓発をします。 

 

主な取組 

NO． 事業名称 担当所属 

４ 【再掲】健康教育 健康増進課 

3 【再掲】栄養相談・生活習慣病相談 健康増進課 

５ 【再掲】特定保健指  健康増進課 

12 【再掲】妊産婦訪問 子育て相談センター 

15 【再掲】母子（親子）健康手帳の交付 子育て相談センター 

48 小・中学生に対する飲酒防止にかかる啓発等 学校教育課 
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（５）喫煙 
 
 

たばこ消費 は近年減少傾向にありますが、過去のたばこ消費による長期的な健康への影響

と高齢化により、たばこ関連疾患による死亡数は年々増加しています。 

喫煙は、がん、循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯ Ｄ）、糖尿病に深く関連し、「喫煙率の低

下」と「 動喫煙への対策」等、喫煙対策をすすめていきます。 

 

数値目標 

NO． 目標 指標 
現状値 

（令和 4年度） 

中間評価値 

（令和 11年度） 

目標値 

（令和 16年度） 

 ①喫煙率の減少

(喫煙をやめ

たい者がやめ

る） 

20 以上の者の 

喫煙率 
 減少 16.1   12% 

 

②20    の

者の喫煙をな

く 

中学生・高校生の 

喫煙者の 合 

15 ～ 19

  
減少 

市 0  

（国 0.6 ） 
 0% 

 
③妊娠中の喫煙

をなくす 
妊婦の喫煙率  減少 1.1   減少 

 
 

現 況 

＜成人喫煙率について＞ 

●喫煙をやめたい人がやめるについては、 性は目標値を達成しましたが、 性は、策定時に 

べ、微減に留まっています。アンケート調査によると、喫煙者の 合が約１ となっており、喫

煙者のうち、禁煙に対して「関心はあるが、今後６か月以内に禁煙する予定はない」の 合が半

数となっています。 

＜ 成年者の喫煙をなくす＞ 

● 成年者の喫煙をなくすについては、目標値を達成しました。 

＜妊娠中の喫煙をなくす＞ 

●妊娠中の喫煙をなくすについては、目標値を達成しなかったものの、策定時に べ、大幅に減

少しています。 

 

 

  

概 要 

検討中 
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私 た ち の 役   
 

市民の取組 

●喫煙や 動喫煙が健康に及ぼす影響について正しく理解し、禁煙に取り組みましょ

う。 

●喫煙者は、周囲への配慮やマナーに心掛けましょう。 

●喫煙者は、喫煙以外のストレス解消法をみつけましょう。 

●喫煙の影響について正しく理解し、20   の人、妊娠中・授乳中の人は絶対に喫

煙はしません。 

 

 

地域・関係団体の取組 

●20   の人、妊娠中・授乳中の人を喫煙させない、 動喫煙防止に向けた環境づくり

をすすめましょう。 

●喫煙に関して学ぶ機会を設けましょう。  

●健康推進員は、 動喫煙の防止や禁煙に向けた啓発を行います。  

 

 

行政の取組 

●広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を活用し、喫煙や 動喫煙が心身に及ぼす影響に関

する情報提供を行います。 

●けん や健康相談等を通じて、基礎的な知識の提供、相談、指 を行い、禁煙や 動

喫煙防止に向けて支援します。 

●たばこが胎児や乳児に及ぼす影響等について情報提供を行うとともに、適宜、喫煙

や 動喫煙防止に向けた支援を行います。 

●学校・地域、事業者等と連携し、20   の人の禁煙の啓発や 動喫煙防止に向け

た環境づくりをします。 

●ＣＯ Ｄ（慢性閉塞性肺疾患）の名称と疾患に関する知識の普及を図り、自主的な禁

煙につながるよう支援します。 
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主な取組 

NO． 事業名称 担当所属 

49 路上喫煙対策事業 生活安心課 

50 たばこ対策事業 健康増進課 

４ 【再掲】健康教育 健康増進課 

５ 【再掲】特定保健指  健康増進課 

16 【再掲】乳幼児健康 査 子育て相談センター 

12 【再掲】妊産婦訪問 子育て相談センター 

15 【再掲】母子（親子）健康手帳の交付 子育て相談センター 

51 
小・中学生に対する喫煙防止および 動喫煙防止にかかる啓
発等 

学校教育課 
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（６）歯・口腔の健康 
 

  

歯・口腔は、健康で質の高い生活を営む上で基盤的かつ重要な役 を果たしています。 

糖尿病や循環器疾患等の関連性が指摘されおり、全身の健康を保つ観点からも、生涯を通じ

た歯の健康づくりや口腔機能の維持・向上への取り組みをすすめます。 

 

 

数値目標 

NO． 目標 指標 
現状値 

（令和 4年度） 

中間評価値 

（令和 11年度） 

目標値 

（令和 16年度） 

 ①歯周病を 

有する者の 

減少 

歯周炎を有する者の

 合 

40 以

上 
減少 57.5   40  

 ②よく噛んで 

食べることが

できる者の 

増加 

阻畷良好者の 合 
50 以

上 
増加 61.5   80  

 ★ゆっくりよく

噛んで食べる

国民を増やす 

ゆっくりよく噛んで

食べる者の 合 
 増加 （47.3 ）  55  

 ③歯科  の 

  者の増加 

過去 1年間に歯科 

 を  した者の 

合 

 増加 
20～59   

47  
 95  

 

現 況 

＜むし歯のない乳幼児について＞ 

●３ 児のむし歯有病率の減少については、目標値を達成しました。 

＜小中学生のむし歯数について＞ 

●中学１年生の１人平均むし歯数の減少については、概ね目標値を達成しました。 

＜歯周病を有する人について＞ 

●歯周炎を有する人については、策定時に べ、40  、60  では約３ 、約１ 減少しました

が、妊婦では約２ 増加しました。 

＜咀嚼良好者の増加について＞ 

●60  で食生活上、かむことに 足している人の増加については、目標値を達成しました。アン

ケート調査によると、年齢が高くなるにつれ、噛むことについて  足していない の 合が高

くなっています。 

＜歯の喪失防止について＞ 

●24 本以上の自 の歯を有する人の増加については、60  、70  ともに目標値を達成しま

した。 

概 要 

検討中 
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＜定期的に歯科健 を ける人について＞ 

●20  以上において定期的に歯科健 を ける人については、目標値を達成せず、約５ に留

まっています。アンケート調査によると、定期的な歯科健 （治療は除く）の  状況では、「年

１回以上 けている」の 合が約５ となっていますが、「ここ３年以上 けていない」、「 け

たことがない」を合わせた 合は約３ となっています。 

 

 

私 た ち の 役   
 

市民の取組 

●子どものころから歯磨きの習慣を身につける等、歯と口腔の健康づくりに取り組み

ましょう。 

●よく噛んで、おいしく食べ、だらだら食べはやめましょう。 

●むし歯や歯周病予防について正しく理解し、「かかりつけ歯科医」を持ち、年に１回以

上は、歯科健 を  しましょう。 

●フッ化物の役 を理解し、フッ化物配合の歯磨き剤の使用やフッ化物塗布の機会等

を上手に使うようにしましょう。 

 
 

地域・関係団体の取組 

●歯科医師会は関係機関と連携し、様々な機会を通して、歯周病予防等歯と口腔の健康を

推進します。  

●歯や口腔の健康に関して学ぶ機会を設けましょう。  

●健康推進員は、エプロンシアター「歯磨き上手にしているかな」や、「草津歯（し）・口からこ

んにちは体操」等を実施し、歯や口腔の健康について啓発します。 

 

 

行政の取組 

●広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を活用し、歯や口腔の健康に関する情報提供を行い

ます。 

●けん や健康相談等を通じて、基礎的な知識の提供、相談、指 を行い、歯や口腔の

健康に向けて支援します。 

●歯科健   の必要性について啓発します。 

●ライフステージに応じた歯と口腔の健康づくりや、歯周病と疾患等との関係につい

て啓発します。  
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主な取組 

NO． 事業名称 担当所属 

52 節目歯科健康 査 健康増進課 

53 妊婦歯科健康 査 健康増進課 

54 かかりつけ医等普及促進事業（おでかけドクター） 健康増進課 

55 歯科保健啓発 健康増進課 

56 地域介護予防活動支援事業 長寿いきがい課 

57 介護予防支援・介護予防ケアマネジ ント業務 長寿いきがい課 

58 草津歯（し）・口からこんにちは体操 長寿いきがい課 

59 親子の歯の健康デー 子育て相談センター 

16 【再掲】乳幼児健康 査 子育て相談センター 

15 【再掲】母子（親子）健康手帳の交付 子育て相談センター 

18 【再掲】保育所・子ども園における保健指  幼児課 

60 児童・生徒等健康 断事業 学校教育課 

61 就学時健康 断事業 学校教育課 

62 学校保健推進事務事業 学校教育課 
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施策  生活習慣病の発症予防 重症化予防 

（１）がん 
 

 

がんは、本市の死因の第１位であり、罹患者や死亡者は今後も増加していくことが見込まれて

います。 

予防可能ながんのリスク因子である喫煙、飲酒、低身体活動、  ・やせ、  ・果物不足、食

 の過剰 取等に対する取組を行うとともに、早期発見・早期治療により、罹患率や死亡率を

減少させる取組や、また、がんになっても安心して住み慣れた地域で生活し、必要な支援を け

ることができる環境づくりをすすめます。 

 

数値目標 

NO． 目標 指標 
現状値 

（令和 4年度） 

中間評価値 

（令和 11年度） 

目標値 

（令和 16年度） 

 

①がんの年齢 

調整罹患率の

減少 

がんの年齢

調整罹息率 
40 以上 減少 -（387.4） 減少  

 

②がんの年齢 

調整死亡率の

減少 

がんの年齢

調整死亡率 
 減少 -（110.1） 減少  

 

③がん  の 

  率の向上 

がん  の

  率 

胃（50  以上） 

向上 

 

60   

肺（40  以上）  

大腸（40 以上）  

子宮 

（20 以上 性） 
 

乳（40  以上 性）  

 
草津市がん

    率 

胃（50  以上） 

向上 

5.4  

県内上位 県内上位 

肺（40  以上） 18.4  

大腸（40 以上） 15.3  

子宮 

（20 以上 性） 
15.7  

乳（40  以上 性） 15.5  

※ がん  の  率については、前計画において   者数/全市民(各がんの対象者)＝  率 で算

出していましたが、より実態に即した  率とするため、 国民健康保険被保険者(  者)/国民健

康保険被保険者(40-74 )＝  率 で算出します。 

  

概 要 

検討中 
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現 況 

＜75   のがん死亡者について＞ 

●75    の悪性新生物による死亡者の減少については、  ともに目標値を達成しました

が、 性の胃がんと 性の肺がんの死亡者については、目標値は達成せず、全国と べ、高い

状況でした。 

＜がん    率について＞ 

●がん  の  率は、目標値を達成しませんでした。アンケート調査によると、過去２年間以内

のがん  の  状況は、胃がんでは約７ 、肺がんでは約８ 、大腸がんでは約７ 、乳がん

では約８ 、子宮頸がんでは約７ でした。 

 

 

私 た ち の 役   
 

市民の取組 

●がんに関する正しい知識を身につけ、禁煙、食生活、運動等、生活習慣を見直しまし

ょう。 

●自 の健康状態を知るため、定期的にがん  を  しましょう。 

●気になる症状があるときは、早めに医療機関を  しましょう。 

●がん  を  した結果、精密 査が必要になった際は、早めに専門の医療機関を

  しましょう。 

●体調の変化や心配なことを相談できるように、「かかりつけ医・かかりつけ歯科医・

かかりつけ薬局」を持ちましょう。 

 

 

地域・関係団体の取組 

●がんに関して学ぶ機会を設けましょう。 

●医療機関は精度の高いがん  を実施し、精密 査が必要となった人に対して、精密 査を

 けてもらえるように説明しましょう。 

●医師会は関係機関と連携し、様々な機会を通して、がん予防やがん  の  等を推進

します。  

●医師会は「かかりつけ医」を、歯科医師会は「かかりつけ歯科医」を、薬剤師会は「かかり

つけ薬局」を推奨し、市民の健康づくりを支援します。  

●健康推進員は、がん  の  について啓発します。  
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行政の取組 

●広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を活用し、がんやがん患者に対する情報提供を行い

ます。 

●けん や健康相談等を通じて、基礎的な知識の提供、相談、指 を行い、適切ながん

予防に向けて支援します。 

●がん  の体制整備を行い、  率の向上を図ります。 

●  の結果、精密 査が必要となった人に対し、関係機関と協力し、精密 査の必

要性を伝え、早期発見・早期治療につなげます。 

 

 

主な取組 

NO． 事業名称 担当所属 

63 がん予防・啓発 健康増進課 

64 各種がん  事業 健康増進課 

65 がん    勧奨・クーポン発送 健康増進課 

66 がん  の精度管理 健康増進課 

67 アピアランスケア 健康増進課 

68 子宮頸がん予防ワクチン接種 健康増進課 

69 健康推進員による健( )   勧奨の取組の促進 健康増進課 

50 【再掲】たばこ対策事業 健康増進課 

70  タ 予防健康 査 健康増進課 

５ 【再掲】特定保健指  健康増進課 

71 特定健康 査 保険年金課 

17 【再掲】妊婦健康 査（公費助成） 子育て相談センター 
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（２）循環器病 
 

 

脳卒中・心臓病等の循環器病は、本市の死因の第２位と第４位であり、また、国民生活基礎調

査によると循環器病は要介護の原因の約２ を占めており、介護が必要となる主な原因の一つ

です。 

循環器病のリスク因子は、高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病等があり、これらを適切に管理

できる循環器病の予防をすすめます。 

 

数値目標 

NO． 目標 指標 
現状値 

（令和 4年度） 

中間評価値 

（令和 11年度） 

目標値 

（令和 16年度） 

 ① 脳 血 管 疾

患・心疾患

の年齢調整

死亡率の減

少 

脳血管疾患・

心疾患の年齢

調整死亡率 

 減少 -   

 

②高血圧の 

改善 

収縮期血圧の

平均値の低下 

国保特定健

 ・後期健 

  者 (40

 以上、内服

加療中の者を

含む。) 

低下 

130.6 

＜131.1 

mmHg 

（49.0 （40～

89 ））＞ 

 

125.6  

（ 5：困難

か） 

 

③脂質(ＬＤＬ 

コレステロ

ール )高値

の者の減少 

ＬＤＩコレステ

ロール 

160mg/dl

以上の者の 

合 

国保特定健

 ・後期健 

  者 

(40  以上、

内服加療中

の 者 を 含

む。) 

減少 

9.6 

＜9.5 （40～

79 ）＞ 

 
7.2  

（ 25 ） 

 ④ タ リッ

クシンドロ

ームの該当

者および予

備群の減少 

 タ リック

シンドローム 

の該当者およ

び予備群の人

数 

国保特定健

   者

（ 40 ～ 74

 ） 

減少 27.6   減少 

 ⑤特定健康 

査の実施率

の向上 

特定健康 査

の実施率 

特定健  

 者 （ 40～

74 ） 

向上 38.8   60  

 ⑥特定保健指

 の実施率

の向上 

特定保健指 

の実施率 

特定健  

 者 （ 40～

74 ） 

向上 16.7   60  

 

  

概 要 

検討中 
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現 況 

＜脳血管疾患・虚血性心疾患死亡者について＞ 

●脳血管疾患・虚血性心疾患死亡者の減少については、おおむね目標値を達成しましたが、 性

のくも膜下出血と  の急性心筋梗塞の死亡者については、目標値は達成せず、全国と べ、

高い状況でした。 

＜特定健康 査・特定保健指 実施率について＞ 

●特定健康 査・特定保健指 の実施率の向上については、目標値を達成しませんでしたが、策

定時に べ、特定健康 査では約１ 、特定保健指 では約７ 増加しました。 

＜ タ リックシンドローム該当者および予備軍について＞ 

● タ リックシンドローム該当者および予備軍の減少については、目標値を達成せず、策定時

に べ、微増しました。 

＜高血圧の改善について＞ 

●収縮期血圧の平均値の低下については、目標値を達成せず、策定時に べ、微増しました。 

＜脂質異常症について＞ 

●ＬＤＬコレステロール 160mg/dl 以上の人の減少については、目標値を達成せず、策定時に 

べ、 性では約２倍、 性では約５ 増加しました。 

 

私 た ち の 役   
 

市民の取組 

●循環器疾患に関する正しい知識を身につけ、禁煙、食生活、運動等、生活習慣を見直

しましょう。 

●自 の健康状態を知るため、年に１回健 を けましょう。 

●気になる症状があるときは、早めに医療機関を  しましょう。 

●循環器疾患の有病者は、  を 続し、健康管理に努め、重症化を予防しましょう。 

●体調の変化や心配なことを相談できるように「かかりつけ医・かかりつけ歯科医・か

かりつけ薬剤師」を持ちましょう。 

 

地域・関係団体の取組 

●健康づくりの取組の推進や循環器病に関して学ぶ機会を設けましょう。 

●生活習慣の見直しや事業所での健 の  等を推進しましょう。  

●医師会は「かかりつけ医」を、歯科医師会は「かかりつけ歯科医」を、薬剤師会は「か

かりつけ薬剤師（薬局）」を推奨し、市民の健康づくりを支援します。  

●健康推進員は、生活習慣の見直しや特定健康 査の  について啓発します。  
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行政の取組 

●広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を活用し、循環器病や生活習慣病に関する情報提供

を行います。 

●けん や健康相談等を通じて、基礎的な知識の提供、相談、指 を行い、適切な循環

器病予防に向けて支援します。 

●特定健康 査の体制整備を行い、  率の向上を図ります。 

●循環器疾患の発症リスクの高い人に対し、生活習慣の改善に向けた保健指 を行い

ます。 

●医療が必要な方が適切な治療を けられるよう支援します。 

 

 

主な取組 

NO． 事業名称 担当所属 

70 【再掲】 タ 予防健康 査 健康増進課 

72 特定健   者への早期介入の取り組み 健康増進課 

３ 【再掲】生活習慣病相談 健康増進課 

50 【再掲】たばこ対策事業 健康増進課 

５ 【再掲】特定保健指  健康増進課 

71 【再掲】特定健康 査 保険年金課 

73 産婦健康 査 子育て相談センター 

17 【再掲】妊婦健康 査（公費助成） 子育て相談センター 

16 【再掲】乳幼児健康 査 子育て相談センター 
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（３）糖尿病 
 

 

糖尿病有病者は、高齢化や  者の増加に伴って今後も増加することが予測されています。

また、糖尿病は、神経障害、腎症等といった合併症を併発し、心血管疾患のリスク因子となる他、

認知症や大腸がん等の発症リスクを高めることも明らかになっています。 

引き続き、糖尿病予防や重症化予防について、適切な対策をすすめます。 

 

数値目標 

NO． 目標 指標 
現状値 

（令和 4年度） 

中間評価値 

（令和 11年度） 

目標値 

（令和 16年度） 

 

①糖尿病の合併

症(糖尿病腎

症)の減少 

糖尿病腎症の

年間新規透析

 入患者数 

特定健   者 

（40～74  ） 
減少 確認中  減少 

★糖尿病性腎

症対象者の医

療機関  率 

特定健   者 

（40～74  ） 
増加 38.2   80.0  

 ②治療 続者の

増加 

治療 続者の

 合 

特定健   者 

（40～74  ） 
増加 確認中  75  

 ③血糖コントロ

ール不良者の

減少 

HbAlc8.0%

以上の者の 

合 

特定健   者 

（40～74  ） 
減少 9.6   

8.7  

（10 ） 

 

④糖尿病有病者

の増加の抑制 

糖尿病有病者

数(糖尿病が強

く疑われる者)

の推計値 

特定健   者 

（40～74  ） 
抑制 11.9  増加抑制 

 

 

現 況 

＜糖尿病有病者について＞ 

●糖尿病有病者の増加抑制については、目標値を達成せず、策定時に べ、約２ 増加しまし

た。アンケート調査によると、糖尿病の発症リスク因子として正しいと思うものは、「  」、「血

糖値の上昇（耐糖能異常）」、「運動不足（身体的活動の低下）」の順で 合が高く、６ 以上の人

が、生活習慣が影響していることを知っています。 

＜糖尿病治療 続者について＞ 

●糖尿病治療 続者の増加については、目標値を達成しませんでしたが、策定時に べ、約１ 

増加しました。アンケート調査によると、糖尿病に関して知っている事柄は、「糖尿病発症予防

には、食事と運動等がとても重要である」、「糖尿病は、管理せず放置すると、合併症（人工透

析・失明等）のリスクが高くなる」、「糖尿病は、血糖値が慢性的に高くなる病気である」の順で

 合が高くなっています。 

 

概 要 

検討中 
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私 た ち の 役   
 

市民の取組 

●糖尿病に関する正しい知識を身につけ、禁煙、食生活、運動等、生活習慣を見直しま

しょう。 

●自 の健康状態を知るため、年に１回健 を けましょう。 

●気になる症状があるときは、早めに医療機関を  しましょう。 

●糖尿病有病者は、  を 続し、健康管理に努め、重症化を予防しましょう。 

●体調の変化や心配なことを相談できるように「かかりつけ医・かかりつけ歯科医・か

かりつけ薬剤師」を持ちましょう。 

 

 

地域・関係団体の取組 

●健康づくりの取組の推進や糖尿病に関して学ぶ機会を設けましょう。  

●生活習慣の見直しや事業所での健 の  等を推進しましょう。 

●医師会は「かかりつけ医」を、歯科医師会は「かかりつけ歯科医」を、薬剤師会は「か

かりつけ薬剤師（薬局）」を推奨し、市民の健康づくりを支援します。  

●健康推進員は、生活習慣の見直しや特定健康 査の  について啓発します。 

 

 

行政の取組 

●広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を活用し、糖尿病に関する情報提供を行います。 

●けん や健康相談等を通じて、基礎的な知識の提供、相談、指 を行い、適切な糖尿

病予防に向けて支援します。 

●特定健康 査の  体制を整備し、  率の向上を図ります。 

●生活習慣予備軍の人に対し、生活習慣の改善に向けた保健指 を行います。 

●医療が必要な方が適切な治療を けられるよう支援します。 

●糖尿病の発症予防、重症化予防、合併症の治療の各段階において、切れ目ない対策

を行います。 
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主な取組 

NO． 事業名称 担当所属 

74 糖尿病予防対策 健康増進課 

75 糖尿病性腎症重症化予防事業（保健指 ） 健康増進課 

70 【再掲】 タ 予防健康 査 健康増進課 

72 【再掲】特定健   者への早期介入の取り組み 健康増進課 

54 【再掲】かかりつけ医等普及促進事業（おでかけドクター） 健康増進課 

55 【再掲】歯科保健啓発 健康増進課 

５ 【再掲】特定保健指  健康増進課 

３ 【再掲】生活習慣病相談 健康増進課 

76 認知症と生活習慣病についての啓発 長寿いきがい課 

77 「高齢者をささえるしくみ」での啓発 長寿いきがい課 

11 【再掲】高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業 長寿いきがい課 

78 糖尿病性腎症重症化予防事業（  勧奨） 保険年金課 

71 【再掲】特定健康 査 保険年金課 

79 すこやか訪問 子育て相談センター 

80 ハイリスク妊婦の把握と重症化の予防 子育て相談センター 

17 【再掲】妊婦健康 査（公費助成） 子育て相談センター 
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基本的な方向２       え守  めの地域の 
絆によ       

施策 3    の      
 

 

就労、 ランティア、通いの場といった居場所づくり・社会 加等、その人を取り巻く社会環

境が健康に影響を与え、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、人や地域のつながりの深

化に向けた取組が重要です。また、こころの健康の維持・向上は、健康づくりに取り組む上で重

要です。 

地域や職場等の様々な場面で課題の解決につながる社会環境づくりをすすめます。 

 

 

数値目標 

NO． 目標 指標 
現状値 

（令和 4年度） 

中間評価値 

（令和 11年度） 

目標値 

（令和 16年度） 

 ①地域の人々と

のつながりが

強いと思う者

の増加 

地域の人々との

つながりが強いと

思う者の 合 
 増加 

- 

（40.2 ） 
 45  

 
②社会活動を 

行っている者

の増加 

いずれかの社会

活動(就労・就学

を含む。)を行っ

ている者の 合 

健康推進員数 増加 174人  増加 

認知症 

サポーター数 
増加 16,552 人  増加 

 

 

現 況 

＜地域のつながりの強化について＞ 

●訪問したり悩み事を相談する親しい近所付き合いのある人の増加については、目標値を達成

しました。アンケート調査によると、新型コロナウイルス感染症によって、友人や知人との交流

が「減った」の 合が約６ 、地域活動の 加（町内行事・公民館活動・ ランティア活動・サロン

等）が「減った」の 合が約３ となっています。 

＜社会活動を行っている人について＞ 

●いずれかの社会活動を行っている者の 合については、健康推進員数は目標値を達成せず、

策定時に べ、微減しました。一方、認知症サポーター養成講座 講者数は目標値を達成しま

した。アンケート調査によると、健康推進員、認知症サポーターを「知らない」の 合がともに約

５ となっています。 

＜市民が運動しやすいまちづくりや環境整備について＞ 

●いきいき百 体操実施団体数の増加については、目標値を達成しました。 

概 要 

検討中 
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＜こころの健康について＞ 

●アンケート調査によると、「身近に悩みごと等相談できる人」については、「家族」「友人・知人」

「職場の人」の順で 合が高くなっています。一方、「誰かに相談することはない」「相談できる人

はいない」の 合は約１ となっています。 

●アンケート調査によると、「悩みを抱えたりストレスを感じたときに誰かに悩みを相談したり助

けを求めたりすることにためらいを感じるか」については、 そう思う・どちらかというとそう思

う の 合は約半数となっています。 

 

 

私 た ち の 役   
 

市民の取組 

●他人への思いやりの心をもちましょう。 

●近所づきあいや地域行事、自 にあったサークル活動、 ランティア活動等へ 加し、

仲間の輪を広げましょう。 

●一人で、悩みごと等を抱え込まず、信頼できる人や専門機関に相談しましょう。 

●悩みを抱えている人に気づき、声かけ、話を聞いて、専門機関につなげていきましょ

う。 

 
 

地域・関係団体の取組 

●様々な世 の交流や誰もが社会 加、活躍できる地域づくりをしましょう。 

●職場におけるコミュニケーションを図り、こころの健康に関する各種相談窓口を啓発

する等、働く人の ンタルヘルスを大切にしましょう。  

●健康推進員や民生委員児童委員、各種相談員は、悩みを抱える人の相談を け、適

切に専門機関につなげます。  

 
 

行政の取組 

●関係機関と協働し、健康づくりを広く啓発するとともに、人や地域のつながりを深め

る環境づくりを進めます。 

●健康づくりに取り組む団体の活動を支援し、各団体のつながりの強化による健康づ

くりを推進します。 

●健康推進員等の健康づくりを支える人材の育成と活動の支援を今後も 続します。 

●地域や専門機関、関係団体等と協力し、悩みを抱える人が相談しやすい環境づくり

を進めます。  
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主な取組 

NO． 事業名称 担当所属 

81 高齢者講座開設費事業 まちづくり協働課 

82 高年齢者労働能力活用事業 商工観光労政課 

21 【再掲】着地型観光事業 商工観光労政課 

83 地域資源健幸ラリー 環境政策課 

84   バスの運行 健康  政策課 

85  ランティアセンターの運営 
健康  政策課 

市社会  協議会 

86 避難行動要支援者登録制度 
健康  政策課（登録業務） 

危機管理課（制度全般） 

87 生活支援体制整備事業 人とくらしのサポートセンター 

88 地域の特性に応じた健康づくり 人とくらしのサポートセンター 

89 重層的支援体制整備事業 人とくらしのサポートセンター 

90 各種団体補助金事業（障害  関係団体） 障害  課 

91 自殺対策事業 健康増進課 

92 健康推進員養成講座 健康増進課 

93 健康推進員による食育推進事業 健康増進課 

94 健康推進員による具体的な媒体の作成と実践 健康増進課 

６ 【再掲】健康啓発推進事業 健康増進課 

43 【再掲】精神保健事業 健康増進課 

95 総合相談支援業務 長寿いきがい課 

96 認知症施策推進事業 長寿いきがい課 

56 【再掲】地域介護予防活動支援事業 長寿いきがい課 

97 妊婦教室 子育て相談センター 

44 【再掲】ツインズフレンズ 子育て相談センター 

45 【再掲】総合相談事業 子育て相談センター 

46 【再掲】産前・産後サポート事業 子育て相談センター 

47 【再掲】産後ケア事業 子育て相談センター 

73 【再掲】産婦健康 査 子育て相談センター 
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施策 4 自然に  に   環境        
  増 に け 基盤の整備 

 
 

 

健康寿命の延伸には、自ら健康づくりに積極的に取り組む人だけではなく、健康に関心の薄

い人にも、アプローチを行うことが重要です。 

本人が無理なく自然に健康な行動を取ることができるような環境整備を行い、また、健康づ

くりは、保健・医療・  等へのアクセスが確保されていることに加え、地域や専門機関、関係団

体等といった多様な主体による協働での取り組みをすすめます。 

 

 

数値目標 

NO． 目標 指標 
現状値 

（令和 4年度） 

中間評価値 

（令和 11年度） 

目標値 

（令和 16年度） 

 

「健康的で持続可

能な食環境づくり

のための戦略的イ

ニシアティブ」の推

進 

健幸都市宣言賛同

事業所へ 画してい

る企業・団体数 

増加 222   

 

③望まない 動 

喫煙の機会を有

する者の減少 

望まない 動喫煙

(家庭・職場・飲食

店)の機会を有する

者の 合 

●  

- 

20.9（家庭：

6.9 、職場：

26.1 、飲食

店 29.6 ） 

 減少 

 ②健康経営の推進 

市内企業等の健康

経営優良法人の認

定法人数 

増加 24   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

概 要 

検討中 
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現 況 

＜自然に健康になれる環境づくり＞ 

●アンケート調査によると、自 の健康づくりのため意識的に身体を動かす等の運動を行ってい

ない人が４ となっており、特に４０ 以下の 性、４０  の 性で高くなっています。また、

１年間以上続けている健康づくりは「ある」「あるが 続期間は１年  」の 合は約５ であ

り、健康づくりを続けられている理由として「体力や筋力をつけるため」「体型の維持や改善の

ため」「ストレス発散やリフレッシュができるため」の順で 合が高くなっています。 

●アンケート調査によると、「健康づくりに関心がある」 合は約８ と高くなっており、健康のた

めに市に発信してほしい情報は、「運動に関すること」「食事や栄養に関すること」の順で 合

が高く、３ 以上の人が生活習慣に関する情報を希望されています。 

●アンケート調査によると、健康づくりの情報入手を「新聞・テレビ・インターネット等」、「ＳＮＳ」、

「動画共有サービス」の順で 合が高くなっています。 

＜ 動喫煙のない店（飲食店、食堂、喫茶店、居酒屋）について＞ 

●月１回以上 動喫煙の機会を有する人の減少については、目標値を達成しました。 

 

私 た ち の 役   
 

市民の取組 

●人と地域のつながりをいかし、健康づくりに取り組みましょう。 

●健康リテラシーの力を向上させ、健康に関する情報を入手し、健康づくりに役立てま

しょう。 

●周囲への配慮やマナーに心掛け、望まない 動喫煙の機会の防止に努めましょう。 

  

 

地域・関係団体の取組 

●食を通じて、健康的な生活を送れるよう環境づくりをすすめましょう。 

●運動の習慣化を促進する環境づくりに努めましょう。 

●家庭・職場・飲食店等で、望まない 動喫煙の機会の防止に努めましょう。 

 

 

行政の取組 

●生涯健康で過ごせる食環境づくりを推進します。 

●自然と歩きたくなる環境の整備や運動する機会の提供に取り組みます。 

●広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を活用し、 動喫煙が健康に及ぼす影響について、

情報提供を行います。  
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主な取組 

NO． 事業名称 担当所属 

49 【再掲】路上喫煙対策事業 生活安心課 

98 健康経営の推進 商工観光労政課 

99 大学や企業等との連携 健康  政策課 

22 【再掲】健幸づくりに係る体験型啓発イベントの実施 健康  政策課 

６ 【再掲】健康啓発推進事業 健康増進課 

24 【再掲】健康推進アプリ【BIWA-TEKU】 健康増進課 

50 【再掲】たばこ対策事業 健康増進課 

100 三師会連携 健康増進課 

17 【再掲】妊婦健康 査（公費助成） 子育て相談センター 

101 滞在快適性等向上区域におけるウォーカブルなまちづくり 都市地域戦略課 

25 【再掲】体育施設維持管理・運営 公園緑地課 

102 草津川跡地の空間整備 草津川跡地整備課 

26 【再掲】体育施設維持管理・運営 プール整備事業推進室 

103 草津市家庭教育学習事業費補助金 生涯学習課 

104 各種大会出場者激励金支給交付事務 スポーツ推進課 
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基本的な方向３  持続可能 食  え 食育の    

施策 5 食 環境 
 

 

健全な食生活を送るためには、食の循環が環境へ与える影響を考慮し、環境と調和のとれた

食料生産とその消費に配慮した食育をすすめる必要があります。また、食に関する幅広い知識

を理解することが重要です。 

自らの食生活において、適切に判断し、選択できるよう取り組みをすすめます。 

 

数値目標 

NO． 目標 指標 
現状値 

（令和 4年度） 

中間評価値 

（令和 11年度） 

目標値 

（令和 16年度） 

 産地や生産者を意

識して農林水産

物・食品を選ぶ国

民を増やす 

産地や生産者を意識

して農林水産物・食

品を選ぶ市民を増や

す 

増加 
- 

（73.5 ） 
 増加 

 

現 況 

＜地場産物の購入について＞ 

●地場産物を購入するよう心がけている人の増加については、目標値を達成せず、策定時と 

べ、約１ 減少しました。 

＜学校給食の残渣率（１人あたり）について＞ 

●学校給食の残渣率（１人あたり）の減少については、目標値を達成せず、策定時と べ、約１ 

増加しました。 

＜栄養成 表示について＞ 

●栄養成 表示を 考にする人の増加については、 性は目標値を達成しましたが、 性は目

標値を達成せず、策定時と べ、約１ 減少しました。 

●外食栄養成 表示をしている店舗数の増加については、目標値を達成しました。 

 

  

概 要 

検討中 
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私 た ち の 役   
 

市民の取組 

●環境負荷に配慮した食生活に関する正しい知識を身につけ、実践しましょう。 

●食品ロスについて知り、食べ残しを減らしましょう。 

●食に関して正しい知識を持ち、自 にあった食の選択ができるようにしましょう。 

 

地域・関係団体の取組 

●環境負荷に配慮した食の生産・提供を行いましょう。 

●食品ロスについて知り、削減に取り組みましょう。 

●食に関する情報を積極的に発信し、知識の普及を図りましょう。 

 

行政の取組 

●広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を活用し、環境負荷に配慮した食生活に関する情報

提供を行います。 

●食品ロスの削減等、食の循環を意識した取り組みを推進します。 

●誰もが自 にあった食の選択ができるよう、食に関する情報提供を行います。 

 

主な取組 

NO． 事業名称 担当所属 

105 草津ブランド推進協議会 農林水産課 

106 環境保全型農業直接支払交付金事業 農林水産課 

107 環境学習教材貸出事業 環境政策課 

108 段 ールコンポストの普及・啓発 資源循環推進課 

109 ３キリ運動や３０１０運動＋等の食品ロスに関する啓発 資源循環推進課 

110 草津市クックパッド公式キッチン 健康増進課 

６ 【再掲】健康啓発推進事業 健康増進課 

２ 【再掲】食育推進事業 健康増進課 

52 【再掲】節目歯科健康 査 健康増進課 
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施策 6    主体 の     食文化の伝承 
 

 

産地や生産者への理解や感謝の念を深めることが大切です。 

農漁業体験の推進、生産者等や消費者との交流促進、地産地消の推進等、食の循環を担う多

様な主体のつながりを深め、また、郷土料理、伝統料理、食事の作法等、伝統的な地域の多様な

文化を次世 へ 承するための食育を推進します。 

 

数値目標 

NO． 目標 指標 
現状値 

（令和 4年度） 

中間評価値 

（令和 11年度） 

目標値 

（令和 16年度） 

 

⑤学校給食における

地場産物を活用し

た取組等を増やす 

学校給食における地場産物

を使用する 合(金額ベー

ス)を現状値（令和元年度）か

ら維持・向上した都  県の

 合 

増加 
- 

（30.3 ） 

 

増加 

 

⑨食育の推進に関わ

る ランティアの

数を増やす 

健康推進員の食育啓発活動

数（食育の推進に関わる ラ

ンティア団体等において活動

している国民の数） 

増加   増加 

⑩農林漁業体験を 

経験した国民を 

増やす 

農漁業体験を経験した市民

（世帯）の 合 
増加 （65.7 ）  70 以上 

 

⑭地域や家庭で け

 がれてきた伝統

的な料理や作法等

を 承し、伝えて

いる国民を増やす 

郷土料理や伝統料理を 

月 1 回以上食べている方の

 合 

増加 （44.6 ）  50 以上 

 

 

現 況 

＜健康推進員による食育に特化した地域食育推進事業について＞ 

●健康推進員による食育に特化した地域食育推進事業の 加者数の増加については、目標値を

達成しました。 

＜地場産物を使用するについて＞ 

●学校給食における地場産物を使用する 合の増加については、目標値を達成せず、策定時と 

べ、約２ 減少しました。 

 

  

概 要 

検討中 
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私 た ち の 役   
 

市民の取組 

●農漁業体験等に積極的に 加しましょう。 

●食への関心や興味をもって、常に感謝の念を持ちましょう。 

●地場産物や郷土料理等に関する知識を身に付け、日々の食生活にとり入れましょう。 

●地場産物や郷土料理、食事の作法等の伝統を次世 へ伝えましょう。 

 

 

地域・関係団体の取組 

●農漁業体験等を通じて、生産者と消費者が交流できる機会をつくりましょう。 

●地場産物や郷土料理等の地域の伝統を次世 へ伝えましょう。 

 

 

行政の取組 

●食の循環を理解する機会や食に関する体験活動に 加する機会を提供します。 

●学校給食で地場産物を使用する等地産地消を推進します。 

●学校や地域での食に関する農漁業体験等を推進します。 

●地場産物等についての情報発信を行います。 

●健康推進員は、地域の様々な機会を活用し、食育活動を行います。 
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主な取組 

NO． 事業名称 担当所属 

111 多文化の料理教室 まちづくり協働課 

112 はたけのこ体験事業 農林水産課 

113 たんぼのこ体験事業 農林水産課 

114 水産まつり 農林水産課 

110 【再掲】草津市クックパッド公式キッチン 健康増進課 

２ 【再掲】食育推進事業 健康増進課 

115 
保育所・子ども園における食育の推進（体験活動・クッキング・集

会等） 
幼児課 

19 【再掲】保育所・子ども園における食育の推進（給食の実施） 幼児課 

116 保育所・子ども園給食における地産地消の推進 幼児課 

117 地域協働合校推進事業 生涯学習課 

118 学校における食育の推進（家庭科の授業等における取組み） 学校教育課 

20 【再掲】学校における食育の推進 学校教育課 

119 栄養教諭等による食に関する指  
学校給食センター 

第二学校給食センター 

120 学校給食における地産地消の推進 
学校給食センター 

第二学校給食センター 
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第 章     イフステー に応じ 市民の 組 

 

 

人の一生は、子どもから青少年、高齢者へといった身体的な状況や、就学・就職

などの社会的な環境の変化によっていくつかの段階に けられます。この段階を

ライフステージと呼びます。 

ライフステージに応じた健康づくりに加えて、現在の健康状態は、これまでの自

らの生活習慣や社会環境等の影響を ける可能性があることや、次世 の健康

にも影響を及ぼす可能性があることからも、ライフコースアプローチの観点も取

り入れ、健康づくりをすすめていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

～誰一人取り残さない健康づくりをめざして～ 

 

〇幼少期からの生活習慣や健康状態は、成長してからの健康状態にも大きく影  

 響を与えることや、妊婦の健康が子どもの健康にも影響します。 

〇高齢期に至るまで健康を保持増進するためには、高齢者の健康を支えるだけ 

 でなく、 年期からの取組が重要です。 

〇 性は、ライフステージごとに 性ホルモンが劇的に変化するという特性等 

 を踏まえ、人生の各段階における健康課題の解決を図ることが重要です。 

〇就労世 や 性等についても、健康づくりの取組を進めることも重要です。 

ライフステージ 

 ・・・乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階。 

ライフコースアプローチ 

 ・・・胎児期から高齢期に至るまで人の生涯を経時的に捉えた健康づくり。 
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～ イフステー   イフコースア ローチ～ 

基本的 

方  
施策  組 妊産婦 親子 0～5歳 ６～19歳 

１ 

個
人
の
行
動
と
健
康
状
態
の
改
善 

１
．
生
活
習
慣
の
改
善 

（１）栄養・ 
 食生活 

  

（２）身体活動・ 
   運動 

 

 

（３）休養・睡眠 

 

 

（４）飲酒 

  

（５）喫煙 
  

（６）歯・ 
   口腔の健康 

  

 

２
．
生
活
習
慣
病
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

発
症
予
防
と
重
症
化
予
防 

（１）がん 

 

 

（２）循環器病 

 

 

（３）糖尿病 

 

 

 

２ 

健
康
を
支
え
守
る 

 
 
 
 

た
め
の
地
域
の
絆 

 
 
 
 

に
よ
る
社
会
づ
く
り 

 １ 社会とのつながり 

 

 

 ２ 自然に健康になれる 
          環境づくりと 
   健康増進に向けた 
           基盤の整備 

  

３ 

持
続
可
能
な
食
を 

 
   

支
え
る
食
育
の
推
進 

 １ 食と環境  

 

 ２ 多様な主体との 
   つながりと食文化の伝承 

  

 

・朝ごはんを毎日食べるようにし、誰かと共に食事を楽しみましょう。 

・バランスの良い食事を摂りましょう。 

 

 

・自分の健康状態や生活スタイルに合わせ、楽しみながら無理のない範囲で健康
づくりの取組を継続しましょう。 

・家族や友人と一緒に、身体を使った遊びを楽しみましょう。 

 

・早寝・早起きを心がけ、規則正しい生活を送りましょう。 

 

 

・がんに関する正しい知識を身につけ、食生活、運動等、望ましい生活習慣を実践
しましょう。 

・がん検診の必要性を知り、定期的にがん検診を受診しましょう。 
・がん検診を受診した結果、精密検査が必要になった際は、早めに医療機関を受診
しましょう。 

・子育てサークル等を利用し、親子の交流や
地域のつながりを深めましょう。 

・妊娠中や授乳中は絶対に飲酒せず、
飲酒の影響について理解しましょ
う。 

・アルコールが健康に及ぼす影響につ
いて正しい知識を習得し、絶対に飲
酒はしてはいけません。 

・妊娠中や授乳中は絶対に喫煙せず、
喫煙が胎児や子どもに及ぼす影響に
ついて学びましょう。 

・喫煙が健康に及ぼす影響について学
び、絶対にたばこを吸ってはいけま
せん。 

・妊婦歯科健診、定期歯科健診、乳幼

児健診を受診しましょう。 

・よくかんで食べる習慣を身につけましょう。 

 

 
・歯と口腔の健康づくりに関する正し
い知識をもち、歯みがきをしましょ
う。 

・循環器疾患に関する正しい知識を身につけ、食生活、運動等、望ましい生活習慣
を実践しましょう。 

・糖尿病に関する正しい知識を身につけ、食生活、運動等、望ましい生活習慣を実
践しましょう。 

・健康づくり活動に積極的に参加し、仲間の輪を広げましょう。 
・一人で、悩みごと等を抱え込まず、相談できる人をつくりましょう。 

・人と地域のつながりをいかし、健康づくりに取り組みましょう。 
・健康に関する情報を積極的に活用し、健康づくりの機会を増やしましょう。 

・食べ残しを減らしましょう。 

・農漁業の体験に積極的に参加しましょう。 
・食への関心と理解をもって、感謝の念を深めましょう。 
・地場産物や郷土料理等について知りましょう。 

・食と環境の関係について学びましょ
う。 
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20～39歳 40～64歳 65歳～ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

・朝ごはんを毎日食べ、食生活の見直しを適宜行い、バランスの良い食事を摂りましょう。 

・自分に適した食事量を知り、自分や家族の適正体重を意識しましょう。 
・自分に必要な栄養素を意識し、筋肉や骨を丈夫に保ちましょう。 

 

 

 
・自分の健康状態や生活スタイルに合わせ、楽しみながら無理のない範囲で健康づくりの取り組みを継続しましょう。 

・早寝・早起きを心がけ、規則正しい生活を送りましょう。 
・健康的な睡眠や休養の重要性を理解し、余暇活動を楽しみましょう。 
・人や地域とのつながりを大切にしましょう。 
 

 

・がんに関する正しい知識を身につけ、食生活、運動等、望ましい生活習慣を実践しましょう。 
・がん検診の必要性を知り、定期的にがん検診を受診しましょう。 
・がん検診を受診した結果、精密検査が必要になった際は、早めに医療機関を受診しましょう 

・一日の歩数を意識して生活しましょう。 ・無理をせず、自分の健康状態に合わせて
体を動かしましょう。 

・喫煙が、健康に及ぼす害について知識をもち、禁煙に取り組みましょう。 
・喫煙者は、受動喫煙が健康に及ぼす影響について知識をもち、受動喫煙をさせてはいけません。 

・アルコールの害を理解し、適度な飲酒を心がけましょう。 
・20 歳未満の人に飲酒を勧めてはいけません。 
・休肝日を設けましょう。 

・かかりつけ歯科医をもち、年に１回以上は、歯科健診を受診しましょう。 
・歯ブラシだけではなく、歯の状態に合わせて歯間清掃用具を使いましょう。 

・循環器疾患に関する正しい知識を身につけ、食生活、運動等、望ましい生活習慣を実践しましょう。 

・年に１回健診を受け、生活習慣の見直しや医療機関への受診等、必要な保健行動をとりましょう。 
・体調の変化や心配なことを相談できるように「かかりつけ医・歯科医・薬剤師（薬局）」を持ちましょう。 

・糖尿病や合併症に関する正しい知識を身につけ、食生活、運動等、望ましい生活習慣を実践しましょう 
・年に１回健診を受け、生活習慣の見直しや医療機関への受診等、必要な保健行動をとりましょう。 
・糖尿病有病者は、受診を継続し、健康管理に努め、重症化を予防しましょう。 

・歯周炎等、歯周病に気をつけ、歯や口腔の健康を保ちましょう。 

・健康づくり活動に積極的に参加し、仲間の輪を広げましょう。 
・健康づくりに関するボランティア活動等に関心を持ち、積極的に参加しましょう。 
・一人で、悩みごと等を抱え込まず、相談できる人をつくりましょう。 

・人と地域のつながりをいかし、健康づくりに取り組みましょう。 
・健康に関する情報を積極的に活用し、健康づくりの機会を増やしましょう。 
・喫煙者は周囲への配慮やマナーに心掛け、望まない受動喫煙防止に努めましょう。 

・環境に配慮した食生活を送りましょう。 
・食品ロスについて知り、食べ残しや食品の廃棄の減少および再利用に心がけましょう。 
・食品表示や食の安全性に関して正しい知識を持ち、適切な食の選択ができるようにしましょう。 

・農漁業の体験に積極的に参加しましょう。 
・食への関心と理解をもって、感謝の念を深めましょう。 
・地場産物や郷土料理等に関する知識を身に付け、日々の食生活に積極的にとり入れましょう。 
・命を育む農水産業の大切さを知りましょう。 
・家庭の味や行事食、食事の作法を次世代へ伝えましょう。 
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数値目標 

NO． 目標 指標 
現状値 

（令和●年度） 

中間評価値 

（令和●年度） 

目標値 

（令和●年度） 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
  

検討中 
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第 章    計画の   

 

１  計画の  体制  

本計画の推進には、市民をはじめ地域・行政・関係機関が一体となって、人との

つながりを通して健康づくりの取組を進めることが重要です。 

第２次計画の最終評価を踏まえ、成果のあった取組については、市民に根付く

よう引き続き推進し、目標が 達成となった項目については、これまでの取組を

より効果的な施策となるよう改善します。 

新たな目標達成に向けて、それぞれの役 を明確にし、相互に連携する推進体

制の強化に努めるとともに、市民主体の総合的な健康づくり施策を展開していき

ます。 

 

２  計画の 行管理 公表および周知  

本計画をより実効性あるものとして推進していくためには、計画の進捗状況を

把握し、計画的に取組をすすめていくことが重要です。そのため、 ＤＣＡサイクル

に沿って目標の達成状況を定期的に点 ・評価し、 続的に改善を図ります。 

  ごとに数値目標を設定し、それらを最終年度までに達成できるよう、随時、

取組内容を点 ・評価を行うとともに、中間年度において、市民の現状を把握す

るためのアンケート調査による中間評価を実施し、必要に応じて見直しを行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公表および周知については、「広報くさつ」、市ホームページへの掲載および健

康の維持・増進に関連する事業等の実施にあわせ、啓発等を行います。  

計画（Plan） 
取組、数値目標を設定する。 

実行（Do） 
計画の内容を踏まえ、事業を
実施する。 

改善（Act） 
評価の結果を踏まえ、必要が
あると認められるときは、計
画の見直し等を実施する。 

評価（Check） 
１年ごとに実績を把握し、計
画期間中に評価を行う。 
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第 章    資料編 

 

１  計画策定の経緯  
 

 

時期 経緯 

令和４年 

12月 19日 
令和４年度 草津市健康づくり推進協議会の開催 

令和５年 

１月～２月 
市民の健康に関するアンケート調査の実施 

令和５年 

７月６日 
令和５年度 草津市健康づくり推進協議会の開催（第１回） 

令和５年 

９月 13日 
令和５年度 草津市健康づくり推進協議会の開催（第２回） 

令和●年 

   ●月 ●日 
令和５年度 草津市健康づくり推進協議会の開催（第３回） 

令和●年 

●月●日～●月●日 
パブリックコ ントの実施 
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２  草津市       協議  
 

開催日時 会議名 会議内容 

令和４年 

12月 19日 

令和４年度 

草津市健康づくり推進協議会 

●専門部会、および自殺対策推進

会議における協議内容について 

●草津市健康増進計画等策定業

務、および会議の位置づけにつ

いて 

●市民の健康に関するアンケート

調査について 

令和５年 

７月６日 

令和５年度 

草津市健康づくり推進協議会 

（第１回） 

●会議の位置づけ、および計画策

定の概要 

●市民アンケート調査結果の概要 

●第３次健康くさつ 21（案）の策定

について 

令和５年 

９月 13日 

令和５年度 

草津市健康づくり推進協議会 

（第２回） 

 

令和●年 

   ●月 ●日 
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３  ア ケート調査の概要 
 

〇調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百 率（ ）で示しています。また、小

数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0 にならない場合が

あります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの 率であるか

という見方になるため、回答 率の合計が 100.0 を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計

と単 集計（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、

複数項目の組み合わせで 類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表

やグラフを作成することにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、クロス項目の中で、最

も高い 合のものを  で網かけをしています。（無回答を除く） 

・クロス集計のコ ントについては、全体で算出した 合を基準とし、その 合より、

５ポイント以上高くなっている項目について記載をしています。また、回答者数が１桁

の項目および、全体での 合が１   のものについては、 較可能な有意数ではな

いことから、コ ントは差し控えています。 

 

 

  

検討中 
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４  関連指標 
 

（１）前計画の目標数値について 

 

■健康くさつ２１（第２次） 

① 栄養・食生活 

NO． 目標項目 
単

位 
策定時 

（平成 21 年度） 

中間 

評価時 
（平成 27 年度） 

目標値 
（令和 5 年度） 

現状値 
（令和 4 年度） 

① 

適正体重を維持してい

る人の増加 

ア）  者（ＢＭＩ２５以

上）の減少 

20～69  

 性 
  19.5 27.4 17.0 28.6 

40～69  

 性 
  18.0 14.4 11.0 17.2 

適正体重を維持してい

る人の増加 

イ）やせの人（ＢＭＩ１８．

５  ）の減少 

15～19  

 性 
  20.0 35.5 10.0 36.6 

20    

性 
  30.9 23.4 19.0 17.4 

② 

適切な と質の食事を

とっている人の増加 

ア）バランスのとれた食

事に気をつけている人

の増加 

20    

 性 
  23.1 18.8 36.0 72.7 

20    

 性 
  40.0 29.8 64.0 69.6 

30    

 性 
  33.0 25.5 44.0 61.3 

30    

 性 
  58.7 51.4 67.0 82.4 

40    

 性 
  37.0 21.9 52.0 75.9 

40    

 性 
  51.2 72.3 97.0 80.3 

適切な と質の食事を

とっている人の増加   

イ）食  取 の減少 

20  以上 

1人当たり

平均 

  10.0 9.6 8.0 10.6 

適切な と質の食事を

とっている人の増加   

ウ）   取 の増加 

20  以上 

1人当たり

平均 

  258.0 270.2 350.0 244.8 

適切な と質の食事を

とっている人の増加  

エ）果物 取 の増加 

20  以上

の 100  

 の 取 

  66.9 67.1 30.0 56.6 

③ 

共食の増加 

（家族と一緒に食べる

日がない子どもの減

少） 

朝食 

12～14   
  10.7 16.3 

策定時 

より減少 
16.3 

朝食 

15～19   
  25.6 31.6 

策定時 

より減少 
32.1 

夕食 

12～14   
  0.0 2.3 

中間評価 

より減少 
0.0 

夕食 

15～19   
  5.0 1.8 

中間評価 

より減少 
1.9 
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② 身体活動・運動 

NO． 目標項目 
単

位 
策定時 

中間 

評価時 
目標値 現状値 

① 

歩数の増加 

（徒歩１０ のところへ

徒歩で行く人の増加） 

20～69   

 性 
  32.0 38.1 42.7 39.7 

20～69   

 性 
  31.2 36.4 41.8 40.8 

70  以上 

 性 
  32.4 48.0 68.8 41.5 

70  以上 

 性 
  48.5 52.7 58.7 41.7 

② 

重点施策３） 

運動習慣者の増加 

（３０ ・週２回以上の

運動を 1年以上 続し

ている人の増加） 

20～69   

 性 
  16.5 23.0 26.7 29.9 

20～69   

 性 
  13.0 15.8 23.8 26.5 

70  以上 

 性 
  33.3 48.0 67.6 44.3 

70  以上 

 性 
  17.6 29.1 44.4 44.2 

 

③ 休養 

NO． 目標項目 単
位 

策定時 
中間 

評価時 
目標値 現状値 

① 

  に睡眠をとれてい

ない人の減少 

（睡眠による休養が 

 に取れていないと訴

える人の減少） 

20  以上   26.2 26.2 20.0 30 

② 
ストレスや悩みを感じ

ている人の減少 

 性   71.7 58.0 40.0 52.1 

 性   77.5 71.4 69.4 63.3 

 

④ 飲酒 

NO． 目標項目 
単
位 

策定時 
中間 

評価時 
目標値 現状値 

① 

生活習慣病リスクを高

める を飲酒している

人の減少（１日当たりの

 アルコール 取 が

 性４０ 以上、 性２

０ 以上の人の減少） 

 性   20.4 9.7 
中間評価 

より減少 
11.9 

 性   7.5 10.6 6.4 6.6 

② 
 成年者の飲酒をなく

す 

15～19   

 性 
  21.1 7.7 0.0 8.3 

15～19   

 性 
  16.7 3.2 0.0 7.3 

③ 妊娠中の飲酒をなくす 妊婦   
6.2 

（H23) 
0.4 0.0 0.7 
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⑤ 喫煙 

NO． 目標項目 
単

位 
策定時 

中間 

評価時 
目標値 現状値 

① 

成人喫煙率の減少 

（喫煙をやめたい人が

やめる） 

 性   41.8 28.6 26.1 25 

 性   8.8 7.5 4.4 7.2 

② 
 成年者の喫煙をなく

す 

15～19   

 性 
  0.0 0.0 0.0 0.0 

15～19   

 性 
  5.6 0.0 0.0 0.0 

③ 妊娠中の喫煙をなくす 妊婦   
10.2 

（H24) 
1.7 0.0 1.1 

④ 
ＣＯ Ｄの認知度の向

上 
   

調査項目 

要 討 
30.8 80.0 66.4 

 

⑥ 歯・口腔の健康 

NO． 目標項目 
単

位 
策定時 

中間 

評価時 
目標値 現状値 

① 

むし歯のない乳幼児の
増加 
（3  児のむし歯有病
率の減少） 

3  児   19.5 20.0 10.0 5.7 

② 

小中学生のむし歯数の
減少 
（中学１年生の１人平均
むし歯数の減少） 

中学 1年生 本 1.06 0.76 0.45 0.5 

③ 

歯周病を有する人の減
少 
ア）妊婦で歯周炎を有
する人の減少 

妊婦歯科健    28.2 30.6 
策定時 

より減少 
33.8 

歯周病を有する人の減
少 
イ）４０ における歯周
炎を有する人の減少 

節目歯科健  

40   
  63.9 46.0 25.0 44.0 

歯周病を有する人の減
少 
ウ）６０ における歯周
炎を有する人の減少 

節目歯科健  

60   
  65.1 72.6 

策定時 

より減少 
60.8 

④ 

歯の喪失防止 
ア）６０ で２４本以上
の自 の歯を有する人
の増加 

節目歯科健  

60   
  81.1 90.5 

中間評価 

より増加 
97.1 

歯の喪失防止 
イ）７０ で２４本以上
の自 の歯を有する人
の増加 

節目歯科健  

70   
  64.7 66.5 

中間評価 

より増加 
74.0 

⑤ 

咀嚼良好者の増加 
（６０ で食生活上、か
むことに 足している
人の増加） 

節目歯科健  

60   
  50.9 

61.1 

（H28） 
65.0 75.0 

⑥ 
定期的に歯科健 を 
ける人の増加 

20  以上   
20.7 

(H21) 
27.2 65.0 48.6 

30      
15.2 

(H21) 
15.5 20.0 48.0 

50      
29.1 

(H21) 
28.8 40.0 44.3 
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⑦ がん 

NO． 目標項目 
単

位 
策定時 

中間 

評価時 
目標値 現状値 

(県内

順位) 

① 

７５   のがん死亡者

の減少  

ア）悪性新生物標準化死

亡 （ＥＢＳＭ ） 

 性   

95.3 

（県内 26 位/ 

26 位中） 

93.3 

（県内 17 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
90.9 (19) 

 性   

101.5 

（県内 2 位/ 

26 位中） 

97.4 

（県内 5 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
96.7 (13) 

７５   のがん死亡者

の減少  

イ）胃がん標準化死亡 

（ＥＢＳＭ ） 

 性   

100.0 

（県内 9 位/ 

26 位中） 

98.0  

（県内 11 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
84.7 (15) 

 性   

104.4 

（県内 20 位/ 

26 位中） 

105.7 

（県内 17 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
117.2 (７) 

７５   のがん死亡者

の減少  

ウ）肺がん標準化死亡 

（ＥＢＳＭ ） 

 性   

108.5 

（県内 24 位/ 

26 位中） 

107.5 

（県内 18 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
101.2 (19) 

 性   

102.4 

（県内 4 位/ 

26 位中） 

95.9 

（県内 4 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
99.7 (３) 

７５   のがん死亡者

の減少  

エ）大腸がん標準化死亡

 （ＥＢＳＭ ） 

 性   

86.2 

（県内 14 位/ 

26 位中） 

82.9 

（県内 18 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
80.4 (19) 

 性   

91.6 

（県内 17 位/ 

26 位中） 

88.3 

（県内 19 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
89.3 (17) 

７５   のがん死亡者

の減少  

オ）子宮がん標準化死亡

 （ＥＢＳＭ ） 

 性   

97.4 

（県内 2 位/ 

26 位中） 

86.0 

（県内 3 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
81.9 (６) 

７５   のがん死亡者

の減少  

カ）乳がん標準化死亡 

（ＥＢＳＭ ） 

 性   

87.9 

（県内 2 位/ 

26 位中） 

85.4 

（県内 10 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
83.5 (７) 

② 

がん    率の向上 

ア）胃がん 

本市  

40  以

上 
(H２９年度

以降 50  

以上) 

  2.07 3.77 50.00 2.8 

がん    率の向上 

イ）肺がん 
本市  

40  以

上 

   実施 20.98 50.00 8.1 

がん    率の向上 

ウ）大腸がん 
  17.24 20.25 50.00 7 

がん    率の向上 

エ）子宮頸がん 

本市  

20  以

上  性 

  21.51 26.29 50.00 16.5 

がん    率の向上 

オ）乳がん 

本市  

40  以

上  性 

  17.69 19.09 50.00 13.8 

※ がん  における対象者数および  率の算出方法（健康増進課事業報告より） 

 平成 28 年度までは、がん    率を、「がん  事業の評価に関する委員会」が推奨している「推計対象者

数」を用いた方法で算出していましたが、平成 28年 11月に厚生労働省健康局がん・疾病課長通知による「市町

村におけるがん    率の算定方法について」によりがん  の対象者数を「全住民」とするよう定義されま

したことを け、平成 29 年度からは、対象者数を各年 4 月 1日現在「全住民」として変 しています。 



 

90 

 

⑧ 循環器疾患・糖尿病 

NO． 目標項目 
単

位 
策定時 

中間 

評価時 
目標値 現状値 

(県内

順位) 

① 

脳血管疾患・虚血性心

疾患死亡者の減少 

ア）脳血管疾患標準化

死亡 （ＥＢＳＭ ） 

 性  
69.1 

（県内 26 位/ 

26 位中） 

71.8 

（県内 19 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
73.9 (19) 

 性  
86.6 

（県内 23 位/ 

26 位中） 

86.1 

（県内 17 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
80.2 (17) 

脳血管疾患・虚血性心

疾患死亡者の減少 

イ）くも膜下出血標準化

死亡 （ＥＢＳＭ ） 

 性  
116.2 

（県内 18 位/ 

26 位中） 

116.8 

（県内 7 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
114.3 (５) 

 性  
115.6 

（県内 6 位/ 

26 位中） 

108.4 

（県内 18 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
94.6 (19) 

脳血管疾患・虚血性心

疾患死亡者の減少 

ウ）脳内出血標準化死

亡 （ＥＢＳＭ ） 

 性  
67.8 

（県内 26 位/ 

26 位中） 

67.6 

（県内 19 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
72.7 (19) 

 性  
83.0 

（県内 22 位/ 

26 位中） 

85.2 

（県内 15 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
88 (16) 

脳血管疾患・虚血性心

疾患死亡者の減少 

エ）脳梗塞標準化死亡

 （ＥＢＳＭ ） 

 性  
66.7 

（県内 26 位/ 

26 位中） 

71.4 

（県内 19 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
70.1 (19) 

 性  
79.4 

（県内 22 位/ 

26 位中） 

82.5 

（県内 14 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
77.8 (17) 

脳血管疾患・虚血性心

疾患死亡者の減少 

オ）急性心筋梗塞標準

化死亡 （ＥＢＳＭ ） 

 性  
64.0 

（県内 25 位/ 

26 位中） 

74.1 

（県内 18 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
106.0 (18) 

 性  
82.4 

（県内 25 位/ 

26 位中） 

82.0 

（県内 18 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
105.5 (17) 

脳血管疾患・虚血性心

疾患死亡者の減少 

カ）急性心筋梗塞以外

の虚血性心疾患標準化

死亡 （ＥＢＳＭ ） 

 性  
66.0 

（県内 2 位/ 

26 位中） 

68.2 

（県内 7 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
67 (10) 

 性  
61.0 

（県内 20 位/ 

26 位中） 

92.2 

（県内 16 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
65.3 (17) 

② 

特定健康 査・特定保

健指 実施率の向上 

ア）特定健康 査実施

率の向上 

国保特定

健   

者 

  34.2 37.9 60.0 36.4 

特定健康 査・特定保

健指 実施率の向上 

イ）特定保健指 実施

率の向上 

国保特定

健   

者 

  9.7 16.7 60.0 16.7 

③ 

 タ リックシンドロー

ム該当者および予備群

の減少 

国保特定

健   

者 

  27.2 26.3 21.8 27.6 

④ 

重点施策１） 

糖尿病有病者の増加抑

制 

国保特定

健   

者 

  9.9 11.6 増加抑制 11.9 

⑤ 
糖尿病治療 続者の増

加 

国保特定

健   

者 

  51.5 54.8 61.0 56.9 



 

91 

 

NO． 目標項目 
単

位 
策定時 

中間 

評価時 
目標値 現状値 

(県内

順位) 

⑥ 

高血圧の改善 

（収縮期血圧の平均値

の低下） 

国保特定

健 ・後

期健  

 者 40

～89   

 性 

㎜ 

H

g 

130.1 130.9 126.1 130.9 

国保特定

健 ・後

期健  

 者 40

～89   

 性 

㎜ 

H

g 

128.2 129.4 124.2 130.3 

⑦ 

脂質異常症の減少 

（ＬＤＬコレステロール１

６０ｍ /ｄｌ以上の人の

減少） 

国保特定

健 ・後

期健  

 者 40

～79   

 性 

  3.7 3.8 2.8 7.9 

国保特定

健 ・後

期健  

 者 40

～79   

 性 

  7.4 7.6 5.6 11.2 

 

⑨ 心身の健康 

NO． 目標項目 
単

位 
策定時 

中間 

評価時 
目標値 

現状

値 

(県内 

順位) 

① 

自殺者の減少 

ア）自殺死亡者数 
全体 人 26 12 

13 人以下、 

自殺対策行動計

画 

に基づく 

19 

自殺者の減少 

イ）自殺標準化死亡 

（ＥＢＳＭ ） 

 性  
81.9 

（県内 25 位/ 

26 位中） 

84.8 

（県内 17 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
87.7 (18) 

 性  
90.6 

（県内 15 位/ 

26 位中） 

94.1 

（県内 19 位/ 

19 位中） 

100   、 

県内順位下位 
99.9 (19) 

  

⑩ 次世 の健康 

NO． 目標項目 
単

位 
策定時 

中間 

評価時 
目標値 現状値 

① 低出生体重児の減少 
低出生体

重児 
  9.3 8.6 減少 7.9 

② 

  傾向にある子ども

の減少 

（  度２０以上の子ど

もの減少） 

小学 5

年生 子 
  7.2 3.0 減少 9.9 

小学 5

年生 子 
  5.7 1.7 減少 6.3 
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NO． 目標項目 
単

位 
策定時 

中間 

評価時 
目標値 現状値 

③ 

重点施策２） 

朝食を食べない子ども

の率の減少 

小学 5 

年生 
  

2.1 

(H24) 
3.9 0.0 3.5 

中学 2 

年生 
  

3.3 

(H24) 
6.2 0.0 6.9 

高校 2 

年生 
  

11.3 

(H24) 
- 5.0 - 

④ 

運動やスポーツを習慣

的にしている子どもの

増加 

ア）公立中学生の運動

部加入率の増加 

 子   
75.3 

(H22) 

80.4 

(H26) 

中間評価 

より増加 
70.4 

 子   
60.1 

(H22) 

55.2 

(H26) 

策定時 

より増加 
55.2 

運動やスポーツを習慣

的にしている子どもの

増加 

イ）公立高校生の運動

部加入率の増加 

 子   
69.6 

(H22) 

71.1 

(H26) 

中間評価 

より増加 
64.6 

 子   
32.5 

(H22) 

38.7 

(H26) 

中間評価 

より増加 
32.9 

運動やスポーツを習慣

的にしている子どもの

増加 

ウ）学校での体育の授

業以外に 続的にスポ

ーツをしたことがない

人の減少 

20   

以上 
※対象者

20  以上

のアンケー

トを出典と

している 

  
36.1 

(H22) 
- 減少 - 

※「-」の項目については、数値目標に関連する事業等にて、進捗管理を実施。  

⑪ 高齢者の健康 

NO． 目標項目 
単

位 
策定時 

中間 

評価時 
目標値 現状値 

① 
要介護認定者の増加抑制 

（要介護認定率の増加抑制） 
  15.1 

15.5 

(H27) 

国・県認定率

よりも低い率 
16.9 

② 

低栄養傾向の高齢者の増加抑制 

（ＢＭＩ２０以下の高齢者の増加抑

制） 

  18.1 
18.6 

(H27) 
22.0 21.6 

③ 

ロコモティブシンドローム（運動器

症候群）認知度の向上 

（体操を実施することで体力の向

上ができることを知っている人の

増加） 

  83.6 
82.0 

(H26) 
増加 - 

④ 

足腰に痛みのある高齢者の減少 

（膝や腰等、歩くのに痛みがある人

の減少） 

  36.3 
39.6 

(H26) 
33.0 32.7 

⑤ 

高齢者の社会 加の促進 

ア）就業又は何らかの地域活動を

している高齢者の増加 

  
43.2 

(就業) 

25 

(H26 就業) 
60.0 73.5 

高齢者の社会 加の促進 

イ）閉じこもり高齢者の減少 
  10.8 

4.0 

(H27) 

中間評価 

より減少 
21.5 

⑥ 
認知機能低下ハイリスク高齢者の

把握率の向上 
  23.1 

9.3 

(H27) 
- - 
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⑫ 健康づくりに取り組む人とチームを増やす 

NO． 目標項目 
単

位 
策定時 

中間 

評価時 
目標値 現状値 

① 

地域のつながりの強化 

（訪問したり悩み事を相談する親し

い近所つきあいのある人の増加） 

  
13.6 

(65  以上) 

10.9 

(H26) 
増加 14.0 

② 
重点施策４） 

健康推進員数の増加 
人 185 180 205 174 

③ 
認知症サポーター養成講座 講者

数の増加 
人 2,659 10,011 12,000 16,552 

④ 

市民が運動しやすいまちづくりや環

境整備の増加 

（いきいき百 体操実施団体数の増

加） 

団

体 
63 116 増加 127 

⑤ 

 動喫煙のない店の増加（飲食店

（食堂、喫茶店、居酒屋）で月１回以

上 動喫煙の機会を有する人の減

少） 

  
51.0 

(H21) 
46.5 15.0 9.4 

⑥ 

重点施策５） 

食品中の食 や脂肪低減に取り組

む飲食店の増加（外食栄養成 表示

店の増加） 

店

舗 

３ 

(H24) 
３ 増加 10 
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■第３草津市食育推進計画 
  

くらし 

NO． 目標項目 
単

位 

策定時 

（平成 27 年度） 

目標値 

（令和 5 年度） 

現状値 

（令和 4 年度） 

① 食育に関心がある人の 合 
増

加 
    60.0 90.0 52.4 

② 一人で食事をする人の 合 
減

少 

朝食 

１２～１４  
  16.3 10.7 16.3 

朝食 

１５～１９  
  31.6 25.6 32.1 

夕食 

１２～１４  
  2.3 0.0 0.0 

夕食 

１５～１９  
  1.8 1.8 1.9 

 

ささえる 

NO． 目標項目 
単

位 
策定時 目標値 現状値 

③ 朝食を欠食する人の 合 
減

少 

小５   
3.9 

（H28) 
0.0 3.5 

中２   
6.2 

（H28) 
0.0 6.9 

20    性   21.9 8.0 9.091 

30    性   21.8 8.0 17.4 

④ 
バランスのとれた食事に気

をつけている人の 合 

増

加 

20    性   18.8 36.0 72.73 

20    性   29.8 64.0 69.57 

30    性   25.5 44.0 61.29 

30    性   51.4 67.0 82.35 

40    性   21.9 52.0 75.86 

40    性   72.3 97.0 80.26 

⑤ 
食生活上、かむことに 足

している人の 合 

増

加 
60     

61.1 

（H28） 
65.0 75.0 

⑥   者の 合 
減

少 

 性 

20～69   
  27.4 17.0 28.57 

 性 

40～69   
  14.4 11.0 17.24 

⑦ やせの人の 合 
減

少 

 性 

15～19   
  35.5 10.0 36.59 

 性 

20～29   
  23.4 19.0 17.39 
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NO． 目標項目 
単

位 
策定時 目標値 現状値 

⑧ 
総エネルギー に対する脂

質のエネルギー 率 
 

 性 

20～29   
  34.9 20～30 25.5 

 性 

20～29   
  32.3 20～30 31.3 

 性 

30～59   
  28.8 20～30 28.5 

 性 

30～59   
  29.9 20～30 30.6 

⑨   の平均 取  
増

加 
20  以上 

 

／

日 

270.2 350.0 244.8 

⑩ 食 の平均 取   
減

少 
20  以上 

 

／

日 

9.6 8.0 10.6 

⑪ 
果物の 取 が 100g  

 の者の 合 

減

少 
20  以上   67.1 34.0 56.6 

⑫ 健康推進員の人数 
増

加 
  人 

180 

（H28) 
205 174 

⑬ 

健康推進員による食育に特

化した地域食育推進事業の

 加者数  

増

加 
  人 

3,565 

（H28) 
増加 3,905 

 

つなぐ 

NO． 目標項目 
単

位 
策定時 目標値 現状値 

⑭ 

学校給食における地場産物

を使用する 合  

（食材数ベース） 

増

加 
    

49.2 

（H28) 
40.0 以上 30.3 

⑮ 

地場産物を購入するよう心

がけている人の 合 

（地元の農産物） 

増

加 
    50.6 

70.0 

（R2） 

44.4 

（R3） 

⑯ 
栄養成 表示を 考にする

人の 合 

増

加 

 性   32.9 増加 26.5 

 性   50.3 増加 53.1 

⑰ 
外食栄養成 表示をしてい

る店舗数 

増

加 
  

店

舗 

３ 

（H28) 
増加 10 

⑱ 
学校給食の残渣率 

（１人あたり） 

減

少 
    

9.7 

（H28) 
減少 12.9 
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■第４期草津市糖尿病ガイドライン 

 

目標項目 
単
位 

平成 30 年度 
（策定時） 

目標値 
令和元年度 
実績 

令和２年度 
実績 

令和３年度 
実績 

令和４年度 
実績 

健   

率・特定

保健指 

実施率の

向上 

①特定健  

  率 

（※法定報告） 

  38.52 44.2 

39.24 

（6,238/ 

15,897 人） 

33.74 

（5,347/ 

15,846 人） 

36.35 

（5,655/ 

15,557 人） 

- 

②特定保健 

指 実施率 

（※法定報告） 

  33.1 19.7 
22.1 

（139/628 人） 

18.9 

（100/528 人） 

16.7 

（96/576 人） 
- 

③プレ特定 

健   率 
  0.8 12.6 

0.7 

（243/34,590 人） 

0.5 

（167/34,400 人） 

0.5 

（179/34,495 人） 

0.6 

（214/34,075 人） 

糖尿病有

病者の増

加抑制 

④特定健  

 者のうち、

HbA1c6.5

以上の者また

は糖尿病治療

薬内服中の者

の 合 

  11.3 
増加

抑制 

11.0 

（746/6,791 人） 

11.0 

（635/5,749 人） 

12.0 

（749/6,256 人） 

11.9 

（760/6,400 人） 

糖尿病治

療 続者

の増加 

⑤特定健  

 者のうち、

HbA1c6.5

以上の者で糖

尿病治療薬内

服中の者の 

合 

  59.3 61 
59.8 

（350/585 人） 

59.8 

（294/492 人） 

60.3 

（361/599 人） 

56.9 

（349/613 人） 

糖尿病関

連疾患に

よる医療

費の減少 

⑥糖尿病１件

あたり費用額 

❶入院  

❷入院外 

40～74  に

おける総医療

費のうち糖尿

病医療費と構

成 合 

❸入院 

❹入院外 

※5 月 療 デー

タ 

円

（ ） 

❶393,386 円 

❷20,591 円 

❸1,966,930

円（0.8 ） 

❹

19,220,460

円（6.7 ） 

減少 

❶567,365 

❷18,989 

❸6,241,010 

（2.6 ） 

❹16,914,830 

（6.0 ） 

❶31,020 

❷19,505 

❸31,020 

（0.0 ） 

❹15,287,130 

（6.6 ） 

❶273,890 

❷17,347 

❸1,643,340 

（0.7 ） 

❹15,316,990 

（5.3 ） 

❶402,693 

❷17,130 

❸3,200,960 

（1.4 ） 

❹14,328,380 

（5.2 ） 

国保被保

険者の透

析の特定

疾病認定

者数（腹

膜透析者

を除く ）

の減少 

⑦国保被保険

者で人工透析

（腹膜透析を

除く）を けて

いる人数 

※毎年度末 

人 102 

85 人

より減

少 

104 

（被保者 23,417

人中） 

93 

（被保者 23,285

人中） 

98 

（被保者 22,790

人中） 

91 

（被保者 21,825

人中） 
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5  用語集 
 

用語 解説 

【ＡＢＣ】 

ＢＭＩ 

  の判定に用いられる体格指数 

ＢＭＩ＝体重（ｋ ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）で表され、１８.５  を「低

体重（やせ）」、１８.５以上２５  を「標準」、２５以上を「  」とし

ている 

ＣＯ Ｄ 

慢性閉塞性肺疾患 

有毒な粒子やガス（主にたばこの煙）の吸入による進行性の疾患で

あり、運動時の呼吸困難や慢性の咳・痰等の症状がある 

QOL 

Quality of Lifeのことで、「生活の質」と訳すこともある 

治療や療養生活を送る患者の肉体的、精神的、社会的、経済的、す

べてを含めた生活の質を意味する 

【あ行】 

いきいき百 体操 

高知市でできた、高齢者がいつまでも元気に過ごすための体力づ

くりを目的とした体操 

１回４０ 程度の体操を週に１～２回 続的に実施することで、筋力

や体力の増加のみならず、自信の獲得や生活範囲の 大等様々な

効果が期待できるとされている 

【か行】 

かかりつけ歯科医 
歯周病やむし歯の治療だけでなく、歯や口の健康を保つため  

やアドバイスを けるためにかかる歯科のこと 

共食 
家族や友人が食卓を囲んで楽しくコミュニケーションをとりながら

食事をとること 

協働 
住民、事業者、行政、NPO 等、異なる性格を持つ組織・集団が、そ

れぞれ固有の機能を提供しながら、対等の立場で協力し合うこと 

虚血性心疾患 

血液の流れが低下または途切れために起こる疾患 

主な疾患は狭心症と心筋梗塞で冠動脈が動脈硬化で狭くなった

り、詰まったりすることが原因である 

健康格差 地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差 

健康寿命 

健康上の問題で、日常生活が制限されることなく生活できる期間

健康寿命の主な指標としては、①「日常生活に制限のない期間の平

均」、②「自 が健康であると自覚している期間の平均」、③「日常

生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間）」がある 
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健康増進法 

国民の健康づくりや疾病予防を積極的に推進するため、制定され

た法律 

国民が生涯にわたって自らの健康状態を自覚するとともに、健康

の増進につとめなければならないこと等が規定されている 

健康日本 21 
健康増進法に基づき策定された「国民の健康の増進の総合的な推

進を図るための基本的な方針」のこと 

口腔機能 

「咀嚼（かみ砕く）・嚥下（飲み込む）・発音・唾液の 泌等」に関わる

歯や口の機能 

「食べる・話す」等人が社会のなかで健康な生活を営む上で、重要

な役 を担っている 

合計特殊出生率 
出産可能年齢（１５～４９ ）の 性に限定し、各年齢の出生率を足

し合わせ、一人の 性が一生に産む子どもの平均を推計したもの 

【さ行】 

「滋賀の健康・栄養マップ」

調査 

滋賀県民の健康および栄養に関する現状と課題を把握するため

に、昭和６１年度より概ね５年に１度、県内の市町ごとに世帯数の約

１ となる世帯を無作為抽出し、その世帯員を対象として、滋賀県

が実施している調査 

死亡率 死亡数÷人口×１００,０００（人口１０万対） 

情報リテラシー 自 の目的に合うように、情報を適切に判断し、活用する能力 

身体活動 
安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全ての動

き 

生活習慣病 

毎日の、過食、運動不足、喫煙、過剰飲酒等の生活習慣の積み重ね

によっておこる病気の総称 

  、高血圧、脂質異常症、糖尿病等がある 

咀嚼 
口の中で食べ物をよくかみくだき、唾液を 泌させて食べ物とよ

く混ぜ合わせ、飲み込みやすい大きさや状態にすること 

【た行】 

低栄養 

健康的に生きるために必要な の栄養素が れていない状態 

高齢になると、食事の が減ったり、偏った食事をしたりする傾向

にあるため、低栄養になるリスクが高まる 

低出生体重児 

出生時の体重（出生体重）が２,５００   の新生児 出生体重が１,

５００   の新生児を極低出生体重児、出生体重が １,０００  

 の新生児を超低出生体重児といい、どちらも含まれる 

適正体重 BMI が標準（１８.５以上２５  ）の体重 

特定健 （特定健康 査）医 

医療保険者が、４０～７４ の加入者（被保険者・被扶養者）を対象

として、毎年度、計画的に実施する タ リックシンドロームに着目

した 査項目での健康 査 

特定保健指  
医療保険者が、特定健 の結果により健康の保持に努める必要が

ある人に対し、毎年度、計画的に実施する保健指  
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【な行】 

認知症サポーター 
認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を見守り、支援す

る応援者のこと 

年齢調整死亡率 

死亡者を人口で除した死亡率（粗死亡率）は、高齢者の多い地域で

は高く、 年者の多い地域では低くなることから、年齢構成の異な

る地域間で死亡の状況の 較ができるように、年齢構成を調整し

た死亡率のこと。 

【は行】 

パブリックコ ント 
公的機関が規則等を定める際に、広く市民意見を募集し、その結果

を反映させることによって、よりよい行政を目指す手続き 

標準化死亡 （ベイズ推定

値ＥＢＳＭ ） 

年齢構成や人口規模の違いの影響を除いて死亡率を全国と 較し

たものであり、全国を１００として 較する人口規模が大きく異な

る市町村間の死亡指標を 較するのに有効 

フッ化物 

フッ素の化合物 

 続的に使用すると、フッ素が歯に取り込まれ、酸に強い歯をつく

る 

フレイル 

加齢にともない心身の機能が低下した「虚弱」を意味する言葉 

身体的要因（筋力の低下、口腔機能の衰え、低栄養等）、精神・心理

的要因、社会的要因等が重なって生じ、筋肉 や心身の活力の低

下は高齢期に達する前から 意が必要 

平均自立期間 

日常生活動作が自立している期間の平均 介護保険の要介護度の

要介護２～５を不健康（要介護）な状態とし、それ以外を健康（自立）

な状態として算出 

平均余命 
生存する年数の平均 

０ の平均余命を平均寿命という 

ヘモグロビンエーワンシー 

（ ｂＡ1ｃ） 

健康 査の血液 査項目で、 過去１～２か月の血糖値の平均を反

映する指標で、糖尿病の 断に使われる。赤血球中のヘモグロビン

とブドウ糖が結合したもので、血液中のブドウ糖が多いほど値が高

くなる。健 直前等の食事の影響を けないので値にばらつきが

少なく、血糖値コントロールするための重要な情報現在ヘモグロビ

ンエーワンシー（ ｂＡ１ｃ）は表記が国際標準化されたことからＮＧ

Ｓ 値を使用しており、６．５ 以上であれば糖尿病型と判断される

平成２４年３月３１日までは、日本独自の表記であるＪＤＳ値を用い

て 断し、６．１ 以上を糖尿病型としており当計画策定時はＪＤＳ

値を基準とした 
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【ま行】 

 タ リックシンドローム 

腹囲に脂肪がつく内臓脂肪型  に加えて、「高血糖」「高血圧」「脂

質異常症」の危険因子のうちいずれか２つ以上を併せ持った状態 

これらの危険因子は１つだけでも動脈硬化を招くが、複数の因子が

重なることによって互いに影響しあい、動脈硬化が急速に進行す

る「 タ リック」は「 謝」の意味 

【ら行】 

ロコモティブシンドローム 

（運動器症候群） 

運動器の障害のために自立度が低下し介護が必要となる危険性の

高い状態 

 

  



 

101 

 

 

健康寿命・平均寿命の算出方法                          

  平均寿命 健康寿命 

① 

国 

〇完全生命表 

※５年毎 

〇都  県 生命表 

※５年毎 

〇市区町村 生命表 

※５年毎 

〇簡易生命表 

※毎年（国・県値） 

〇国民生活基礎調査による健康寿命（主観的指標） 

・国民生活基礎調査 

・生命表 

※３年毎 

〇国保データベース（ＫＤＢ）による健康寿命 

（客観的指標） 

・生命表 

・要介護２～５認定者数 

※３年毎 

県 

〇健康寿命算定プログラム 

・市区町村 生命表を基に健康寿命算定プログラム

を用い  

 算出 

※５年毎 

② 草津市 〇生命表 

〇健康寿命算定プログラム 

・住民基本台帳（９月末） 

・要介護２～５認定者数 

・生命表 

 ※毎年 

 

〇完全生命表…国勢調査による日本人人口（確定数）、人口動態統計（確定数）をもとに５年ごとに

厚生労働省が作成。 

〇都  県 生命表…国勢調査による日本人人口（確定数）、国勢調査年を含む前後３年間の人口

動態統計（確定数）をもとに５年ごとに厚生労働省が作成。 

〇市区町村 生命表…国勢調査による日本人人口（確定数）、国勢調査年を含む前後３年間の人口

動態統計（確定数）をもとに５年ごとに厚生労働省が作成。 

〇簡易生命表…推計人口による日本人人口、人口動態統計（概数）をもとに毎年厚生労働省が作成。  
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